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／わ／た／し／の／意／見／ 
 

情報収集は組合広報から 
 

広報委員会委員長 神谷博行 
 
 東京都鍍金工業組合の皆様には毎月組合広報をお読み頂き誠に有り難うございます。 
めっき業界を取り巻く環境は未だ厳しく、景気の回復が報じられていますが、我々中小

零細企業には肌で感じることができません。合わせて原油価格や原材料価格の高騰が経

営を圧迫し、お客様との値上げ交渉もなかなか進まず、悩み多い日々が続いております。 
 東京都鍍金工業組合では平成 18 年度事業が始まり、基本方針として 4 つの柱からな

り、①環境規制問題への積極的な取り組みとして、有害物質を扱う事業場において製造

行程における有害物質の排気、排水、廃棄物(空気・水・土)の管理の徹底を図る。土壌

汚染対策についても法令で定められた調査・浄化等を率先して行く。排水規制について

は、ほう素、ふっ素等の暫定基準の適用が残り 1 年となり、技術の開発と実用化の可能

性を探るとともに、暫定排水基準の適用期限の再延長を関係方面と折衝を進める。水生

生物保全のための新たな亜鉛規制についても関係方面と折衝して行く。②人材の育成・

強化として、高等職業訓練校を中心に新しい時代に即応できる人材の育成・強化。③処

理技術の開発・促進と製品の高付加価値化としてクエン酸ニッケルめっきの実証化事業。

ＶＯＣ対策制度。④高度情報化の推進として、組合広報紙の一層の創意・工夫。組合ホ

ームページを利用して高度情報化推進活動を行う。 
 以上の本部情報を随時広報に掲載しますのでご覧下さい。 
 また広報委員さんが書いていただきます支部行事報告(支部通信)、支部シリーズ、広

報委員さん独自のつま恋坂、お気に入りの散歩道など、委員の皆さんには大変ご苦労を

お掛けしていますが、お気に人りの散歩道は評判も良く“毎月見るのが楽しみ”と言う

方もいらっしゃいます。組合員皆様からの投稿も喜んで掲載させて頂きます。 
 また、今年度からホームページ委員会が広報と統合されました。自社のホ一ムページ

を作りたいが方法が分からない、費用などがかかり、持っていないという事業所にとっ

ても、個別事業所紹介ぺ一ジを 1～2 万円で作成する予定ですのでその際はご利用くだ

さい。 
 エコアクション 21 と言う環境省が中小企業向けに策定した環境経営システムを紹介

し、業界における環境経営の取組みを促進し、環境と経営のプラスになればと思います。 
 めっき掲示板については昨年 12 月よりスパム(ウイルスの一種)の書き込みがあり、そ

の対策を検討しましたが、完全排除できず当分の間休止いたします。 
 以上のように広報委員会一同皆様にいち早く情報をお伝えできるよう頑張りますので、

皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 



 
 

大村理事長日誌 

 

 

６月 
１日(木)日本表面処理機材工業会総会･30

周年記念式典 
２日(金)城西支部40周年記念式典 
４日(日)日本硬質クロム工業会総会 

５日(月)東京都障害者雇用促進協会総会 
６日(火)井上義久衆院議員セミナー 
７日(木)組合事務局打合せ､都中央会打合

せ､東京都高年齢者雇用開発協会理事

会･総会 
14日(水)中小企業クラブ総会 

  正副理事長会､環境プロジェクト土壌

汚染対策法を巡る意見交換会 
15 日(木)全鍍連打合せ 
16 日(金)都議を交え都環境局と懇談 
  志田副理事長歓迎会 
17 日(土)姫野副理事長お見舞い 
19 日(月)表団協代表者会議 
20 日(火)都中央会総務委員会･流通委員会 
  亜鉛めっき部会総会 
21 日(水)都中央会金融委員会･合同委員会 
22 日(木)都中央会組織委員会･税務委員会 
29 日(木)都中央会役員評議員合同会議 
  能開協関東ブロック大会 

 

～組合･関連団体行事予定～ 
8月2日(水)正副理事長会 
8月4日(金)技能教育委員会 
      広報委員会 
8 月 23 日(水)全鍍連技術委員会･めっき技

術コンクール審査委員会 
8月24日(木)十日会納涼会 
9月2日(土)訓練校修了生講演会 
      技能教育小委員会 
9 月 4 日(月)日本硬質クロム工業会人材育

成事業検討会･情報委員会 
9月5日(火)監事会 
9月6日(水)正副理事長会 
      全鍍連環境対策委員会 
9月7日(木)環境委員会 
9月11日(月)理事会 

9月13日(水)健保事業運営委員会 
9月21日(木)顧問･相談役会 
9月27日(水)全鍍連北海道東北ﾌﾞﾛｯｸ会議 
10月3日(火)広報委員会 
10月4日(水)正副理事長会 
10月5日(木)環境委員会 
10月6日(金)全鍍連関東甲信越静ﾌﾞﾛｯｸ会議 
10月11日(水)全鍍連近代化三役会 
10 月 13～14 日(金土)第 8 回産業ときめき

フェア inEDOGAWA 
10月19日(木)全鍍連技術三役会 
  第58回中小企業団体全国大会 
10月20日(金)全鍍連中国四国九州ﾌﾞﾛｯｸ会議 
10月20～22日(金～日)葛飾区産業フェア 
10月26日(木)全鍍連総務委員会 



 
 

第 1回  工組 

環境委員会 
 

火災予防検討 

 
と き 平成 18 年 7 月 6 日(木) 

午後 6 時 30 分 
ところ めっきセンター2 階会議室 
出席者 川上、安斎、菊池、元井 

     西野、内田、小谷野、葛西 
     上原、中村、磯村、佐藤 
     向坪、柴㈹ 

(事務局)小原、志賀、長嶋 
 
安斎委員長、川上副理事長から挨拶の後、

元井副委員長から火災事故について報告

後、議事に入った。 
 
１．環境科学研究所実績報告 
 平成 18 年 6 月分までの実績報告を行

い承認した。 
4 月から 6 月までの 3 ヶ月間の実績につ

いては、年間平均を上回っている。排水

分析、作 業環境はほぼ年平均であった。

スラッジ分析と大気測定及び委託試験に

ついては、予算額を上回っている。スラ

ッジは 3年に一度の更新の時期になった

ので前半に集中した。 しかし、土壌汚染

調査は、今後の状況で変わってくるので

はないかと、思われた。 
 
２．火災予防(防災関係)について 

 川上副理事長から空焚き防止用システ

ムについて、このように行っていると事

例を示しシステムの紹介を行った。委員

において、さらに注意を喚起してもらう

こととした。また、始業・終業時点検を 

 
 
行うことによって安全確認をして頂くよ

う、お願いをした。 
 
３．環境管理強化月間について 
 スローガン及び重点項目について、次

回に決定するのでそれまでに意見をまと

めてほしいと依頼。また環境だけでなく

操業全体についてのスローガンもあるの

ではないか、という意見があった。 
 
４．土壌汚染対策法の講習会について 
 6 月 14 日に環境プロジェクトの土壌

汚染対策法の講習会が行われたことを報

告、今後 は環境プロジェクトの活動は環

境委員会が引き継ぐとの報告があった。 
 
 川上副理事長より、全鍍連のＶＯＣア

ンケートの提出にご協力をしてほしいと

各支部にお願いをした。元井副委員長の

閉会の挨拶で、第 1 回環境委員会を終了

した。 
 

第 1回 工協組 

広報委員会 
 

年間予定等決める 

 
と き 平成 18 年 6 月 13 日(火) 

午後 6 時:30 分～8 時 
ところ めっきセンター会議室 
出席者 神谷､半田 

     内山、板倉、藤田、石川 
     佐藤、鈴木、広根、野田 
     岡 

(事務局)島田、近藤 
 
 はじめに神谷委員長から「本日姫野副 



 
 
理事長から眼の病気のため急きょ入院す

ることになったと連絡があり広報委員会

としてお見舞いを出したい。昨日のワー

ルドカップで日本の惨敗をみて目覚めが

悪かったのではないかと思う。サッカー

は非常に体力を必要とするスポーツだが、

めっきの仕事も体力が必要であり、日頃

から体力を鍛えておきたい」と開会の挨

拶をした。 
 
１．新委員の紹介 
 中央支部の鈴木啓之氏((有)鈴木鍍金)
が新しく委員に加わり、今年度から支部

役員も務めているのでよろしくお願いし

たいと自己紹介があった。 
 
２．ホームページの運営について 
 事務局が現在の進行状況、課題などを

説明し、それぞれの内容を検討した。 
1)個別事業所紹介ページは、現在募集案

内等を作成しているが、その料金につい

て検討した。 
2)エコアクション 21 の紹介サイトは現

在外部に作成依頼中である。 
3)めっき掲示板は昨年 12 月よりウイル

スの一種スパムの書き込みがあり、当分

の間休止する。問題を解決次第再開の予

定。またこれまでのめっき掲示板の質問

と回答を整理し、Ｑ＆Ａを作成する。 
4)めっき種類のページにバナー広告薬品

メーカーの商品名掲載とそのリンクにつ

いては検討課題とした。 
 
３．広報６.７.８月号について 

 ６月号は校正刷りにより、７、８月号

については台割により掲載内容を検討し

た。７月号は神谷委員長のわたしの意見

をはじめ東京都環境局との懇談、土壌汚

染対策法をめぐる意見交換会等を掲載す 

 
 

 
る。８月号は姫野副理事長のわたしの意

見をはじめ技能検定実技試験の模様、支

部親睦ゴルフ大会、十日会工場見学会等

を掲載する。一部つま恋坂の担当を交代

した。 
 
４．委員会年間開催予定 
 原則として第 1 週火曜日開催 
第2回:8月4日(金)上野伊豆栄、第3回:10
月 3 日(火)めっきセンター、第 4 回:12 月

5 日(火)外部、第 5 回:2 月 6 日(火)めっき

センター、第 6 回:4 月 3 日(火)めっきセ

ンター 
 
  最後に半田副委員長が「梅雨に入って

から完全に雨の日は少ないが、これから

雨天が続き、当社は鉄骨モルタル作りだ

が、露がついてブレカーが下りてしまう。

なにか良い知恵があったら教えて頂きた

い」と閉会の挨拶をして委員会を終了し

た。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 
 

工組 第 1回 

技能教育委員会 
 

技能検定実施打合せ 
 
と き 平成18年6月8日19:00 
ところ めっきセンター第1 会議室 
出席者 八幡、志田、高倉、中澤 

     芹川、岡崎、苅宿、大沢 
     菅野、内藤、田村、石井 
     豊田、中田、太田、坂井 
     安西、 

(環 研)志賀、長嶋、職員全員 
(事務局)宮部、三鴨 

 
 志田委員長、八幡副理事長の挨拶の後、

議事に入った。 
 
１．技能検定水準会議の会議報告 
 受験者数は、昨年度より、電気めっき作

業を含め全体的に減少している(約－9%)。
昨年 12 月、トヨタ系会社の技能検定に不

正があり、新聞で報道された。「技能検定は

国家試験である以上、公平かつ公正に行わ

なければならない」ことを確認した。また、

試験会場での貸し借りについては、試験の

進行の妨げになるような物は原則として認

めないが、試験の進行上、やむをえない物

(電卓)は受験者全員不公平の無いように貸

し出しは認める。但し、減点の対象とする

ことを、課題説明会で説明することにした。

これは、保護用めがねも同様とする。 
 
２．平成 18年度技能検定実施要領試験課題

の内容・分担ごとの打ち合わせ 

①受検者数の発表 1 級受検者10名、2級

受検者56名 合計66名 
②技能検定日程発表 

 
 
・実技試験7月22 日～23日(2日間) 
・第2回委員会7月1日(土)11:00～ 
・課題説明会7月1日(土)13:00～ 
・リハーサル7月12日(水)18:30～ 
③技能検定総務内容(7月1日課題説明会) 
 1)挨拶 志田主席検定委員 
 2)誘導 豊田委員 
 3)試料 菅野委員 
 4)亜鉛 中田委員 
 5)ニッケル 芹川委員 
 6)分析 石井委員 
(分析は2級の説明後、2級受験者を現場説

明の為地下へ誘導後、1 級の課題説明会を

行う) 
④業務分担の確認 
・今年度は環研の職員減少もあり、数人の

委員・環研が兼任することとなっている。 
・業務分担ごとに検定委員をはじめ、業務

の確認し、了承得た。 
⑤本年度も、各試験ラインに試験問題を配

置しておく。 
⑥技能検定試験の作業服として白衣の取り

扱いについては、会社内の分析を担当して

いる者は、白衣が仕事着となるので、減点

にはしない。(また、訓練校の実験について

も 白衣で行っている) 
 
３．スケジュールの確認 
・本年度の技能検定は、1級の受験者が10
名となる為、1 日目の最初に 5 名づつの受

験者 を分析試験に配置する。その間、残り

の5 名でニッケルクロム、亜鉛クロメート

の試験 を終えるようにした。しかし、ニッ

ケルを基準として作成しているので時間的

に難しい移動になることが予想されるので、

1 日目のニッケル開始時間を 9 時としてあ

るが、8時45分頃には試験が開始できるよ

うに、準備を行うこととした。 
・1 日目、2 日目の午前8時10 分頃に委員・

環研・職員の全員を集めて挨拶を行う。 



 
 
４．技能検定準備手引書・課題説明会の説

明資料・技能検定受験者名簿について 
 役員の方に読んでいただき、変更箇所が

あれば事務局への連絡をお願いした。 
 
５．技能検定講習会について 
①冶具講習会の料金は1人当たり8,000円。

ハルセル講習会は1人当たり10,000 円。 
②課題説明会前に講習会を行い、申込者数

は35名(冶具27名、ハルセル8名)である。 
③講習会案内は、組合から受験願書を送付

するときに同封し、周知した。 
 
６．訓練校・修了生講演会開催概要 
 平成18年9月2日(土)午後4時から、第

4 回訓練修了生講演・懇親会開催の検討 
①出席者の会費について1人5,000円(訓練

校講師招待) 
②会場は東京ガーデンパレスを予約。 
③講演テーマ「仮・メンタルヘルス(働く人

の健康・ストレス等)」で講師は、健保組合

に選任をお願いする(講師料も確認)。 
 技能教育委員会主催の講演テーマとして

は、技術や教育分野の講演が相応しいとの

意見があったが、時期が9月なので今から

講師選定は難しい。次の講演会の課題とす

る。 
④前回設けた相談コーナーは今回は設置し

ない。 
⑤各担当を決める 
 講演会 司会:志賀所長、開会の辞:志田

委員長、挨拶:八幡校長、来賓挨拶:大村理

事長、閉会の辞:中澤副委員長 
 懇親会 司会未定、開宴の辞:高倉副委員

長、乾杯:姫野副理事長、中締め未定、閉宴

の辞:芹川委員・石井委員・中田委員 
・ニ部の司会と中締めについては、次回委

員会にて決める。 
 
７．今後の予定 

 
 
①8月 第3回技能教育委員会(技能検定慰

労会)(日程と場所は志田委員長が調整し決

定する) 
②9 月 2 日 15:30～臨時技能教育委員会(そ
の後に行われる「第4回訓練修了生講演・

懇親会」の内容と分担の最終確認を行う) 
③10 月 12 日 18:30～第 4 回技能教育委員

会 
④1月25日18:30～第5回技能教育委員会 
⑤2月3日9:00～訓練校技能照査 
⑥2 月 23 日 18:00～訓練校成績判定会議

(今後変更有) 
⑦3月16日17:00～訓練校修了式 
⑧3月27日18:00～訓練校素養調査 
⑨4月6日18:00～訓練校入校式 
 
８．その他 
①今年の技能検定控室に貼る標語は、城東

支部の芹川氏にお願いする。 
②技能検定終了後の慰労会幹事は志田委員

長が担当する。 
 最後に高倉副委員長の挨拶で終了した。 
 

第 2回 工組 

技能教育委員会 
 

修了生講演会要領決める 
 
と き 平成18年7月1日(土)11:00 
ところ めっきセンター第1 会議室 
出席者 八幡、志田、高倉、中澤 

     芹川、岡崎、大沢、若山 
     菅野、内藤、大和田、田村 
     石井、豊田、中田、太田 
     坂井、安西、佐藤 

(事務局)志賀、長嶋、宮部、三鴨 
 
志田委員長、八幡副理事長の挨拶後、議事 



 
 
を行った。 
 
１．平成 18年度技能検定実技試験の確認 

1)課題説明会について 
業務分担 挨拶 志田主席委員 
     誘導 豊田委員 
     試料 菅野委員 
     ニッケル芹川委員 
     亜鉛 中田委員 
     分析 石井委員 
①課題説明を、各担当にお願いした。 
②誘導、試料、ニッケル、分析の順で課題

説明を行うが、2 級の説明を全て行ってか

ら、現場に移動し、1 級の分析試験の説明

をする。 
③2 級の現場説明については、人数が多い

ので、3 班にわけて説明する。 
④受検生の作業服に関しては、説明会にて

作業に適した服装にて試験を受けてほしい

ことを要請する。 
⑤他の委員の方もいずれ担当することにな

るので参考にして頂く。 
⑥1 階事務局にて、テストピースの販売を

行う。 
2)試験問題には、保護めがねを持参するよ

うになっているが、持参しない人もいると

思われるので当日、誘導の控え室に置いて

おく。 
 
２．技能検定受験生、集合･作業時間一覧表 
 1 級 10 名、2 級 56 名の受験生の集合時

間及び作業時間の一覧表を確認した。前回、

技能教育委員会の会議資料の中にあった集

合時間及び作業時間の一覧表から変更があ

った為、説明をした。 
 
３．平成 18年度実技試験問題(1・2級) 

 平成 18 年度の技能検定試験実技問題を

再度、確認した。 
 

 
 
４．その他 
・技能教育委員会、今後の予定 
7月12日(水)18:30リハーサル 
8月4日(金)18:00第3回技能教育委員会(検
定慰労会)／筑紫棲(丸の内ビル) 
9月2日(土)16:00訓練校第4回修了生講演

会 
10月12日(木)18:30第4回技能教育委員会 
1月25日(木)18:30第5回技能教育委員会 
2月3日(土)9:00訓練校技能照査 
(三役、午前:坂井、安西、豊田、田村、内

藤 
午後:中田、大和田、佐藤、太田、岡崎) 
2月27日(火)18:00訓練校成績判定会議 
3月16日(金)17:00訓練校修了式 
3月23日(金)18:00訓練校素養調査 
4月6日(金)18:00訓練校入校式 
・全国めっき技術コンクール案内 
例年どおり、全鍍連主催の全国めっき技術

コンクールが行われるので、参加要請した。

組合広報にて周知する。 
・訓練修了生講演会開催内容 
①開催案内を 7 月 10 日頃より、訓練修了

生、訓練校講師、訓練校派遣事業主にFAX
又は郵送にて送付する。 
②会費については1人5,000 円で、キヤン

セル料の発生については 7 日前からとし、

案内状に予め明記する。 
③各支部会議等にて誘って頂くようお願い

した。 
④懇親会の司会は芹川氏に、開演の挨拶は

豊田氏にお願いする。 
 
・中田委員より試験片を発送する前に事前

に傷などのチエックを検定委員で組合に集

合して行いたいとの要請があった。来年度

は5 月末を予定している。 
 
中澤副委員長の挨拶で終了した。 



 
 

第 4 回訓練修了生講演・懇親会の開催につい

て 
東京都鍍金工業組合 
高等職業訓練校  
校長 八幡順一  

 
 東京都鍍金工業組合高等職業訓練校は 37 期生を迎えて、生徒 50 名がめっき技術の向

上を目的として職業訓練を励んでおります。 
 訓練校では、隔年毎に講演会を行うことになっており、平成 16 年度に開催した第 3
回 訓練修了生講演会については、大変盛況でありました。今回もより有益な内容で行い

ますので、是非ご参加ください。 
 近年、労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、６割を超える労働者が仕事上

での強い不安や悩み、ストレスを感じており、仕事への意欲喪失や長期欠勤者が増え、

職場における労働者のメンタルヘルス対策の必要性が益々高まってきています。このよ

うな問題に対処するためには、訓練校修了生とその派遣企業者の皆様に講演会・懇親会

へ参加していただき、積極的に心の健康の保持増進を図り、事業所全体での快適な職場

づくりへ取り組むことによって、生産性の向上にも繋がると考えられます。 
 また、今後の訓練校事業について修了生の立場での提案をいただくと共に同窓生相互

の交流、期を超えた親睦の契機となることを願い、1 人でも多くの皆様の御参加をお待 
ちしております。 
 
開催日時：平成 18 年 9 月 2 日(土)16:00～19:00 
開催場所：東京ガーデンパレス 2 階「錦」(文京区湯島 1-7-5 電話 03(3811)6211) 
受  付：15:30 
講 演 会：東京ガーデンパレス 2 階「錦」16:00～17:20 
テ ー マ：『職場におけるメンタルヘルス』 
講  師：斉藤欣一氏(八王子保健生活協同組合 城山病院理事) 
懇 親 会：東京ガーデンパレス 2 階「雅」17:30～19:00 
会  費：5,000 円(会費は、当目お支払いください。) 
なお、準備の都合上、別紙の回答書を8月10日(木)までに組合事務局(FAX03-3816-6166)
までお知らせ願えれば幸甚です。また、大変申し訳ありませんが、8 月 28 日以降のキャ 
ンセルについては、会費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。 



 
 
 
 
 
 東京都鍍金工業組合は 6 月 16 日(金)
午後 4時から都議会自民党控室で都議会

自民党鍍金振興議員連盟の先生方に同席

を頂き、東京都環境局梶原部長等と、土

壌汚染問題と新たな亜鉛規制について懇

談した。 
 当日は、鍍金振興議連会長の大西英男

議員、同幹事長の松原忠義議員、同幹事

長代行の高島なおき議員、同事務局長の

三宅茂樹議員、東京都環境局の梶原部長、

柿沼環境改善技術担当参事、池田有害化

学物質対策課長、石原土壌地下水汚染対

策担当参事、芳賀自然環境部水環境課長、

組合から大村功作理事長、由田猛副理事

長、川上洋一副理事長、八幡順一副理事

長、志田和陽副理事長、青木治郎工組専

務理事、小原俊幸協組専務理事が出席し

た。 
 
 はじめに青木専務理事が、土壌汚染対

策と亜鉛排水規制について業界の要望を

含めて別掲のように説明した。 
 東京都環境局梶原部長は、土壌汚染に

係る総合支援対策検討委員会(別掲)の設

置の趣旨について次のように説明した。 
 問題点は大きく２点あり、１つは技術、

コストに関する情報が少なく、実際処理

するみなさんが困っており、東京都は土

壌対策フォーラムを過去２回開催、今年

も準備をしている。フォーラムを通じて、

価格を下げる技術を募集し、その技術の

発表を繰り返しきた。 

 
 
 
 
 

 
(鍍金振興議連の先生方) 

 
(東京都環境局) 

 
(東京都鍍金工業組合正副理事長･専務理事) 
 もう１つの問題は資金の手当てである。

汚染が出ると土地の評価が下がり、銀行

も融資をしてくれない。昨年から金融機

関や不動産業界に具体的な手立てを考え

てほしいと要請してきた。お金が流れる 

東鍍工組正副理事長 
鍍金振興議連､都環境局と懇談 



 
 
仕組み、不動産を流動化させる仕組みを

考えていかないといけない。今回の検討

委員会には土壌汚染の専門家のほかに、

金融部門、不動産の証券化を行う方を集

めて汚染された土地をどう使っていくか、

土地利用におけるお金の仕組み、今まで

の環境施策は土地の浄化の方を重視して

きたが、むしろ汚染の状況とその後の土

地利用のプログラムを組んで、個別に土

地利用に合わせたオーダーメイドの処方

箋を書いて頂けないか、個別の処方箋、

これならこういう資金手当が出来という

仕組みを考えて頂きたいと考えている。 
 大村功作理事長は、「色々な対策を考え

て頂いて感謝申し上げる。我々としては

法律施行以前にさかのぼる土壌調査はし

たくないが、法律、条例に基づいて調査

しろと命令するならその段階のお金は都

や区で持つべきであると考えている。い

ま業界では仕事がストップしても廃業届

を出せず、先に進まない事業所がある。

また汚染が判明した場合、全て浄化する

のではなく、自分の事業所であれば、ど

うすれば利用できるかを示して頂きたい。

当初の話では、汚染されていても、駐車

場や自宅なら建てられるという話であっ

たが、現状は調査しなければ駐車場すら

出来ない。東京には井戸が沢山あり、飲

用はないだろうが、井戸があったらまず

ＶＯＣ問題で調査しろと命令される。民

民の売買までは考えてないが、やめた時

に自分が使える最低限のところで土地の

利用が出来るようにしてほしい。現在の

段階では何か壊すことも、廃業届も出せ

ない。後継者がいない、或は得意先がな 

 
 
くなり、やめたいと思っても廃業届を出

せない状況である。 
 我々も前向きに取り組んでいる。土壌

汚染しないように、工場を２階にすると

か、槽を２重３重にするなど対策を検討

しているが、現状ではその変更届すら出

すことが難しく、前向きな取り組みには

行政も応えて頂きたい」などを説明した。 
 このあと、活発な意見交換を行い、鍍

金振興議連の先生方のご指導を頂きなが

ら話し合い、次のような結論を頂いた。 
１．上記総合支援対策検討委員会にはめ

っき業界代表の委員は入っていないが、

めっき業界からヒアリングを受ける。 
２.300 ㎡以下の工場跡地でも駐車場が

出来ないことについて、窓口となる区

市町村の担当者を集めて、東京都のス

キームの徹底を図る。 
３．土壌調査費については来年度の予算

要望をする。 
 
 また、新しい亜鉛規制について大村理

事長は「下水道局にすると、規制される

立場にあり、下水処理場で亜鉛を処理で

きないから、みなさんを規制するしかな

いという話である。我々には５年間の暫

定基準がついたが、あくまで暫定であり、

いずれなくなる。環境省は 50m3 未満の

裾切りを決めたが、下水道条例でこれが

消えることがないようお願いしたい」と

要望した。 
 



 

東京都鍍金工業組合からの質問・要望等について 
(於鍍金振興議連､都環境局との懇談) 

【土壌汚染対策】 
１．「土壌汚染に係る総合対策検討委員会」への参画について 
 この委員会にはおおいに期待している。委員の方々にめっき業界の実情をご理解いた

だくために、業界の代表が委員会に出席してお話しする機会をつくっていただきたい。 
２．「産業振興」「街づくり」の視点からの土壌汚染対策について 
 汚染地への対策は用途地域の種類によって異なる。めっき事業者の事業継続・挑戦・

生活再建、東京の土地の有効利用による商・工・住のバランスがとれた街づくり等の視

点から、関係部局と連携して総合的な対策を講じていただきたい。 
３．調査・浄化等に要する経費への財政的支援について 
 めっき事業者は、法令に定められた要件に該当する場合は、土壌を調査・浄化するこ

とを義務付けられている。資金力の乏しい小規模事業者が法令を遵守して、義務を果た

すことができる「仕組みづくり」が喫緊の課題である。行政からの手厚い財政的援助を

含めた支援策について、「土壌汚染に係る総合対策」に盛り込まれるよう、ご尽力いただ

きたい。 
 とりわけ、調査については入り口にあたる部分であり、円滑に実施できるよう、ご配

慮いただきたい。 
【亜鉛排水規制】 
１． 1 日当たりの平均排水量が 50m3未満の工場について 
 引き続き規制対象外としていただきたい。 
２．下水処理場への暫定排水基準の適用について 
 平成18年4月25日に開催された第6回水生生物保全排水規制等専門委員会において、

次のとおりの質疑がおこなわれているが、下水処理場への暫定排水基準の適用について、

東京都環境局としてはどのように考えているか。 
 
「今回は下水道は暫定基準の対象になっておりませんが、仮に下水道を暫定とした場合、

そのような例は過去にございまして、そういった面では単なる下水道処理場ということ

ではなくて、どのような業種の排水を主に受け入れているか等で、受け入れるのはどん

な業種とかを限定したうえで必要があれば暫定基準を設定するというのがこれまで過去

の例でございます。」 



 

土壊汚染に係る総合支援対策検討委員会について 
東京都環境局 

１．趣旨 
 これまで、土地所有者あるいは汚染原因者による土壌汚染対策が進められてきたもの

の、調査や対策を実施することが困難になり、汚染土壌が放置されるような場合がみら

れるようになってきた。このような場合、汚染土壌の飛散や汚染物質の地下水への浸透

等の周辺環境への影響も懸念されている。 
 このような土地の土壌汚染対策を円滑に進めるための方策等について、専門的観点か

ら検討を行うため標記委員会を設置した。 
２．検討事項及びスケジュール 
第 1 回 5 月 31 日(水)課題の洗い出しと検討の方向性について 
第2同6月28日(水)課題についての具体的検討と課題解決のための方策の検討の方向性

について 
第 3 回 7 月中旬「中間まとめ(案)」の策定 
第 4 回 9 月土壌汚染対策促進のための具体的仕組みの検討 
第 5 回 11 月土壌汚染対策促進のための具体的仕組みの検討 
第 6 回 2 月｢土壌汚染対策促進のための仕組み(案)」の策定 
３．委員(五十音順・敬称略) 
 後藤 智之(住友信託銀行(株)不動産投資顧問部次長) 
◎佐藤 雄也(中央大学 公共政策研究科教授) 
 佐分 英治((独)都市再生機構 東京都心支社チームリーダー) 
○竹内 直佐((社)街づくり区画整理協会専門参与) 
  中村 直器((株)イー・アール・エス 環境部長) 
  西堀誠一郎(東京商工会議所 地域振興部長) 
  廣田 裕二((財)日本不動産研究所 環境プロジェクト室長) 
  福永健二郎(ランドソリューション(株)開発部長) 
◎委員長 ○副委員長 
 

東京都環境局 

第 1回「土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会」を開催 
 
  東京都が平成18年度に新規事業として予算計上(800万円)した「土壌汚染対策の促進」

の一環として、環境局長が召集した標記の委員会が、関係各分野の専門家の参画により、

5 月 31 日午後 4 時から 6 時 15 分まで、都庁内の会議室で開催された。 
 会議は公開でおこなわれ、第 1 回会議の議題は次のとおり。 
(1)東京都の土壌汚染対策の現状と課題について 
(2)各委員の立場から見た土壌汚染対策の課題について 
(3)今後の検討の進め方について 



 
 
 2 時間の予定時間をオーバーして活発な意見交換・検討がおこなわれ、今後の予定と

しては、数回の検討を経て来年 2 月ごろに「土壌汚染対策促進のための仕組み(案)」を

策定する。 
 

第2回｢土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会｣開催 

 
 第 2 回の検討委員会は 6 月 28 日(水)午後 4 時～6 時、都庁内の会議室で開催された。

議題は次のとおり。 
(1)顕在化しつつある土壌汚染対策の新たな課題について 
(2)新たな課題解決のための検討の方向性について 
 今後は、7 月中旬に「中間まとめ」を行い、これに対する意見を聴くための「ヒアリ

ング」を、東京商工会議所を通して関係業界団体(東京都鍍金工業組合ほか 6 団体)を対

象に 9 月ごろに実施する予定。また、平行して、個別事業所についても業界団体を通し

て、土壌汚染の認識等に関するアンケート調査を実施する予定。 
 

志田副理事長歓迎会 
 東京都鍍金工業組合正副理事長､専務理事は 6 月 16 日、鍍金振興議連、東京都環境局

との懇談のあと、西新宿のサッポロライオンで新しく選任された志田和陽副理事長の歓

迎会を行った。 
 はじめに大村理事長が「志田副理事長にはこれから１年間色々ご苦労があると思うが、

組合運営にご尽力を頂きたい」と挨拶。由田猛副理事長は「これからの時代を背負って

頑張ってください」と乾杯の音頭をとった。 
 志田副理事長は「大役を仰せつかり大変光栄であり､出来る限り努力していきたい。こ

れまで技能教育委

員会を長くやって

きたが､今年度一

杯やらせて頂き､

併せて公害防止協

同組合の運営委員

会を担当させて頂

いた。微力ながら

精一杯努めていく

のでよろしくお願

い申し上げる」と

挨拶。このあと和

やかに歓談した。 
 



８月 あなたの予定表 
日 曜 役員会・委員会他 環研集荷(ブロック長) 協 組 集 荷 メ   モ 

１ 火   城東支部  

２ 水 正副理事長会 大田支部 城北支部  

３ 木   中央支部  

４ 金 技能教育委、広報委 品川支部・大田支部 葛飾支部  

５ 土     

６ 日     

７ 月  城南支部 目黒･世田谷地区  

８ 火  城西支部 足立支部  

９ 水  城西支部・城北支部 西部支部  

10 木     

11 金   葛飾支部  

12 土     

13 日     

14 月   城南処理センター 

夏季休暇 

 

15 火    

16 水    

17 木   品川地区  

18 金  中央支部・本所支部 葛飾支部  

19 土     

20 日     

21 月  向島支部 向島支部  

22 火   本所支部  

23 水  西部支部  全鍍連技術委員会 

24 木    十日会納涼会 

25 金  城東支部・葛飾支部 葛飾支部  

26 土     

27 日     

28 月   蒲田・大森地区  

29 火  葛飾支部 城西支部  

30 水     

31 木  足立支部   

(役員会､委員会は変更する場合がありますので､本部からの通知をご確認下さい) 



 
 
 
 
 環境プロジェクト(石川進造委員長)は、さ

きに土壌汚染対策法について組合員にアンケ

ート調査を行い、その集計結果を広報に発表

したが、土壌汚染対策法をめぐる現状報告や

各種疑問についての説明会を開くことにした。

6 月14 日(水)午後6 時30 分からめっきセン

ター4 階会議室で､組合員75 名の参加を得て、

土壌汚染対策法をめぐる意見交換会を開催し

た。 
 
 司会は環境科学研究所の志賀孝作所長が務

め、パネラーとして、大村功作理事長、環境

プロジェクトの石川進造委員長、川上洋一委

員、八幡順一委員、菊池忠男委員、矢部技術

事務所 矢部賢氏、技術顧問 神戸徳蔵氏、

青木治郎専務理事、小原俊幸専務理事 
が組合員からの質問等に答えた。 
 はじめに環境プロジェクトの石川進造委員

長は「お忙しい中をお集まり頂き感謝申し上

げる。先に行ったアンケートで、情報量が少

ない。組合からの情報も少ないこともあり、

広報に詳しく書こうと委員会で検討したとこ

ろ書けないこともあり、本日配布した資料を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
まとめたのでよく読んでいただきたい。各区

によって行政指導が違う。その情報が全て

我々のところに伝わってきているわけではな

く、みなさんが持っている情報があったら、

この機会にお話して頂きたい。情報は一方通

行ではいけない。相互のやりとりが大事であ

ってこの会合を開くことになった。パネラー

もできるだけ話すが、お困りのことがあった

ら組合に相談してほしい。今日は時間が余り

ないが、十分に意見交換をさせていただきた

い」と開会の挨拶をした。 
 大村功作理事長は「石川委員長が言われる

とおり、みなさんから生の声を聞きたいとお

集まり頂いた。私は国や東京都に対して積極

的に要望している。国に対しては全鍍連を通

じて、東京組合は東京都に対して要望してい

るが、各区に対しては各支部で対応して頂い

て、その情報を本部へ流して頂きたい。東京

都で今年 800万円の予算がついたが、私とし

ては土壌汚染に対する調査義務は東京都が

我々に課していることで、最低限入口の土壌

調査については東京都がお金を出すべきとの

考えをもとに交渉を進めている。果たして予 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土壌汚染対策法をめぐる意見交換会 
環境プロジェクト 

 



 
 
算がつくかどうか分からないが、我々として

は前向きに取り組んでおり、東京都にお願い

していきたい」と挨拶した。 
 続いて、基調報告として、青木治郎工組専

務理事が①「土壌汚染地の評価と税制」、小原

俊幸協組専務理事が②「土壌汚染対策法施行

の現状」について別掲のように説明した。こ

の後質疑応答が行われた。概要は次の通り。 
 
Ｑ 先日大阪の事業所を訪ねたところ、６価

から３価クロメートに切り替えたが、６価が

廃止になるので、土壌調査という話をしてい

た。廃業ではなく、工場内の設備の入替えで、

そこまで言われると工場内はいじれないし区

に変更届も出せない。建物の建替えでなく設

備の入替えまで適用されると、どうにもなら

ない状況ではないか。 
Ａ1 現時点で変更届を出したりすると、法を

適用されるのが一般的な考え方だと思う。た

だ東京の場合、そういう話は聞いていないが、

大阪は特に厳しく言われるようだ。我々もそ

ういうことにならないよう都に対して積極的

に要望していきたい。みなさんは直接係る区

に対して要望して頂きたい。 
Ａ2 ある区で建替えを計画した事業所があ

り、建替える場合は土壌調査しなさいと言わ

れたが、設備の入替えだけでそういう話は聞

いていない。 
Ａ3 もともと工場認可を受けて、特定施設の

変更の届出を出せば、例え槽を右から左に移

しても変更届が必要で、杓子定規に言われれ

るのが当然である。どのような場合でもケー

スバイケースであり、前もって手を打つこと

が大切である。今から弁護士、建築業の方に

相談して準備しておく必要があるだろう。組

合には顧問弁護士がおり、何かあれば相談さ

れるとよい。自分だけのことではなくお子さ

ん、お孫さんが継いで頂けるような心構えを

持つ必要があるのではないか。 
Ａ4 組合に顧問弁護士の中本先生がおり、既

に土壌問題に関して何件か相談がきている。 

 
 
その時よく聞かれることは、土壌問題に詳し

い先生かということだが、土壌問題をめぐる

法律問題、行政対応などについて先例が少な

いだけに、詳しい弁護士はいないのではない

か、弁護士もデータや経験を蓄えて勉強して

おり、無料で相談出来るのでご利用頂きたい。 
Ｑ 近いうちに廃業するが、休業であれば調

査の対象にならないのか、休業して若干耐震

補強するとか、建物を改修できるか聞きたい。 
Ａ1 行政には休業という手続はなく、廃業届

を出さなければ継続しているものとみなされ

る。役所へ届出を出し新築しようとすると、

当然役所に建築確認を出さないといけないし、

その時点で調査してないことが問題となる。

ただ軽微な改修ではそういうことにはならな

いのではないか。 
Ｑ 90 坪以下の工場は土壌調査を猶予され

るのか。 
Ａ 行政が周囲に飲用井戸がないと解釈した

場合で、使用した有害物質の含有量調査は行

わないといけない。含有量調査は溶出やガス

調査とは違った意味がある。含有量調査は土

壌が飛散した場合の内容であって、溶出、ガ

ス調査は地下水に入る場合の内容である。 
Ｑ 建替えはできないのか 
Ａ 含有量調査して検出されなければ建替え

ができる。ただし東京の場合は飲用井戸がな

いことは極く稀で、区にこの周辺何メートル

まで井戸はないかをたずね、有ると調査を命

じられる。 
Ｑ その他に狭小工場の特例はないか。 
Ａ 300 ㎡以下という経過措置があるのが唯

一で他にない。 
Ｑ 土壌汚染基準値は排水基準の 10 倍であ

る。何故こんな厳しい値なのか、 
Ａ 要するに飲用を条件としており、環境基

準になっている。 
Ｑ 工場を建て直して土壌汚染をしない、こ

れなら大丈夫という方法はないか。 
Ａ 法律通りに排水処理して、地下浸透させ

なければよい。安全なのは工場を２階にし、 



 
 
受槽も二重三重にすればより安全である。 
Ｑ 資料に土壌溶出基準、土壌含有量基準、

第二溶出量基準があるが、その意味は何か 
Ａ 含有量は土壌中にどれだけ入っているか、

土壌が風等で飛散した場合、吸い込むことを

想定した基準である。溶出量基準は地下浸透

して地下水を汚染する場合の基準である。ス

ラッジの搬出時に性状分析を行うが、その時

溶出量試験を行い、水が浸透してどれだけ解

け出してくるかの試験を行う。第二溶出量基

準は実際に土壌調査をして、その後の措置の

仕方が違う基準で、封じ込めでいいのか、溶

出しないように不溶化措置をとるのか、処理

の仕方が違う基準である。 
Ｑ 隣が建替えで掘ったら汚水が出てきた場

合は、どうなるのか 
Ａ1 心配なら土壌調査をし、土木工事で鋼矢

板(シートパイル)を打ち込んで遮断しないと

いけないだろう。隣接地を汚染すれば当然賠

償を要求される心配はある。 
Ｑ 自主的に土壌調査を環研に分析依頼して

その時の守秘義務はどうなっているのか、行

政からデータを求められれると提供するのか、 
Ａ 環研で分析依頼を受けたものは秘密保持

から一切開示はしない。法律や条例で求めら

れることはなく、環研に限らず開示する義務

はないので開示しない。 
Ｑ ご主人が亡くなり、奥さんから仕事はや

めたいがどうしたらいいだろうと相談を受け

た。その時廃業ではなく休業にしなさいと助

言した。ただ１年以内に相続の申告をしない

といけない。相続税を考えると、浄化してか

ら相続した方がいいのか、休業でそのまま相

続した方がいいのか。 
Ａ さきの基調報告に、汚染した場合の評価

の話があったが、相続に関して土壌汚染して

いるか分からない土地は、汚染がないものと

して、取り敢えず評価され、相続税がかかる。

ただ調査して浄化措置の費用が出れば費用と

して認められ、その分減価される。減価した

ものが相続税の対象となるのではないか。 

 
 
Ｑ 昨年先代が亡くなり相続が発生した。税

理士とも相談したが、相続税を下げるために

は、土地が汚染されているという指定を受け

なければならない。税務署もその分は減額す

るという。どちらが得か考えたが、土地の評

価が下がり、相続税は安くなるだろうが、指

定地域になると開示される。熟慮の結果、調

査して汚染されていることを証明するのは現

時点では得策でないと判断した。 
Ａ 土壌汚染地の評価等の考え方について、

国税庁から見解が出されている。ＨＰのアド

レスも分かるので参考にして頂きたい。 
Ｑ 大手企業が色々な浄化法を開発して、コ

ストが下がってきたと言われるが、狭い土地

の浄化、コストはどうか。 
Ａ 東京都環境局は土壌対策技術フォーラム

を過去２回開催した。何㎡というモデルケー

スを設定し、コンペを行っている。狭い土地､

100 ㎡で安く浄化できる技術開発をして下さ

いと環境局が業者に呼びかけ、徐々に開発さ

れつつあるようだ。詳しいデータがＨＰで発

表されている。技術開発を促進することによ

って期待に応えたいというスタンスである。 
Ｑ やめる方は支部長のところが相談に来る。

本人にとっては大変なことで相談に来られる

が、答えに困ってしまう。やめられる方もこ

れまで組合員であり、色々な事情でやめられ

るので我々も温く対応してあげたいが、ああ

した方がいいとか的確なことは言えない。相

談に乗るが、ただ話を聞いてあげるだけで、

かつて城西の山口さんがやめる人のためのマ

ニュアルを作ったが、本部でそのようなもの

を作れないか。理事長は区は支部で対応して

下さいというが、何を言われるか分からない

ので区にもいけない。本部でやめられる方の

窓口を設けて頂いて、安心してやめられるよ

う指導する場所を設けて頂きたい。 
川上副理事長が「組合執行部はみなさんの意

見を反映することが仕事だと思う。これから

も努力していくので、ご協力をお願いしたい」

と閉会の辞を述べ、会を終了した。 



 
 

土壌汚染地の評価と税制 
(平成 18 年 6 月 14 日開催『土壌汚染対策法をめぐる質問・意見交換会』資料) 

東京都鍍金工業組合 
専務理事 青木治郎 

１．不動産鑑定評価と土壌汚染 
 「不動産の鑑定評価に関する法律」では、「不動産の鑑定評価」とは、「土地若しくは

建物又はこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価格に表示

すること」(第 2 条第 1 項)と定義しています。 
 国土交通省が定めている「不動産鑑定評価基準」によれば、「不動産の経済価値は、自

然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定される。」ものですが、

土地に関する個別的価格形成要因のうちの 1 つとして「土壌汚染の有無及びその状態」

を挙げています(土壌汚染対策法の制定にあわせて H14.7.3 改正)。 
 この基準は、不動産鑑定評価制度において、不動産鑑定士等が不動産の鑑定評価を行

うにあたって拠り所となる実務指針ですから、地価公示法に基づく地価公示、国土利用

計画法に基づく都道府県地価調査、課税目的のための相続税評価及び固定資産税評価な

どの公的土地評価制度においては、土壌汚染の状況も考慮して鑑定評価を行うことにな

ります。 
２．土壌汚染地の評価方法 
 国税庁の通達「土壌汚染地の評価等の考え方について」(H16.7.5 付 資産評価企画官

情報第 3 号=東京都鍍金工業組合ホームページ「東京組合からのお知らせ」欄に 2005.4.1
付で掲載)によると、「現在のところ、標準となる鑑定評価の方法は公表されていない」

とのことです。この後も、平成 18 年 5 月現在までに関係省庁等から同様のものは公表

されていませんので、以下、国税庁のこの通達に則って説明します。 
 「米国における土壌汚染地の鑑定評価を参考にすると、①原価方式、②比較方式及び

③収益還元方式の 3 つの評価方式がある。」(前記｢不動産鑑定評価基準」においても不動

産価格鑑定評価の基本的手法としてこの 3 つを挙げている。) 
①原価法式 
 
 
     ＝        －       －        － 
       
 
 
(注)1「浄化・改善費用」とは、(中略)土壌汚染の除去、遮水工封じ込め等の措置を実施

するための費用をいう。(以下略) 
2「使用収益制限による減価」とは、上記 1 の措置のうち土壌汚染の除去以外の措置を 
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実施した場合に、その措置の機能を維持するための利用制限に伴い生ずる減価をいう。 
3「心理的要因による減価(「スティグマ」ともいう。)」とは、土壌汚染の存在(あるい

は過去に存在した)に起因する心理的な嫌悪感から生ずる減価要因をいう。 
4 汚染の浄化の措置等については、評価時期において最も合理的と認められる措置によ

ることとする。なお、各控除額の合計額が汚染がないものとした場合の評価額を超える

ときには、その価額(汚染がないものとした場合の評価額)を限度とするのが相当である。 
②比較方式 
 対象地の土壌汚染と類似の汚染影響がある土地の売買実例を収集し、これに比較準拠

する方式 
③収益還元方式 
 土壌汚染地の評価額=純利益÷還元利回り 
 通達では「これらのうち、②比較方式は、(中略)土壌汚染地の売買実例の収集は困難

であり、③収益還元方式についても、汚染等による影響を総合的に検討した上で純利益

及び還元利回りを決定することは困難である」「一方、①原価方式は『使用収益制限によ

る原価』及び『心理的要因による原価』をどのように見るかという問題はあるものの、

『汚染がないものとした場合の評価額』及び『浄化・改善費用に相当する金額』が把握

できることからすると、土壌汚染地の基本的な評価方法とすることが可能な方法である

と考えられる。」と述べており、(財)日本不動産研究所も同様の見解なので、実際に鑑定

が必要となった場合は①の方式で行われると思われます。 
 なお、使用収益制限による原価は、｢取引の実例がほとんどない中で一定の原価割合を

定めることができない」し、スティグマについても「一般に数値化することも困難であ

り、取引の実例もほとんどない」ため、どちらも「当面は、個々に検討せざるを得ない」

としています。 
３．土壌汚染地への課税 
 通達では、「相続税等の財産評価において、土壌汚染地として評価する土地は、『課税

時期において、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地』であり、土壌汚染の

可能性があるなどの潜在的な段階では土壌汚染地として評価することはできない。」とし

ています。 
 したがって、｢めっき工場の土地はどうせ汚染されているのだから、固定資産税や相続

税を減額してほしい｣という思いがあっても、汚染の有無を調査しなければ、土地の評価

額は役所が評価した路線価に基づいて(汚染がないものとして)算出されます。調査の結

果、個々の画地について汚染が判明して評価額が下がった場合、その土地の担保価値も

(もちろん売買価額も)下がると推測されますので、その面からは要注意です。 



 

土壌汚染対策法施行の現状 
東京鍍金公害防止協同組合 
専務理事 小原 俊幸   

１．はじめに 
 東京都では、平成15年2月15日より施行された土壌汚染に関する法律である「土壌汚染対

策法」に先がけ平成13年10月1日より「東京都環境確保条例」が施行され規制が開始された。

一部の区市では、これより以前から要綱等による規制が行われているところもある。このよう

な経緯から、「土壌汚染対策法」に関する窓口は、23 区内は東京都環境局環境改善部有害化学

物質対策課土壌地下水係が担当し、「東京都環境確保条例」及び「要綱」等に関する窓口は、各

区市の担当課が窓口となっている。 
 「東京都環境確保条例」についての取扱いは、各区によって地域の状況等で対応に違いがあ

るので、ここでは、「土壌汚染対策法」について検討したい。 
 「土壌汚染」は、経済発展の過程で生産活動に伴って長年にわたって蓄積された「負の遺産」

とも言うべきもので、この解消には長い年月を要すると考えられる。 
 「土壌湾染」は、電気めっき業にとって誠に厄介な問題であるが、環境重視の時代の要請の

中では、避けて通れない問題であり、問題に正面から取り組み、真摯に対応していく必要があ

ると考える。 
 
２．土壌汚染対策法とは 

(目的)第 1 条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及

びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚

染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。 
 土壌汚染対策法は、環境基本法第2条第3項に規定する「人の活動に伴って生ずる土壌の汚

染」に起因して、汚染された土壌に含まれる「特定有害物質」が人に摂取されることによって

健康に被害を与えることがないよう、規制の対象となる「特定有害物質」を定め、健康被害が

発生することのないよう対策を講ずることを主な目的とする法律。 
 
３．土壌汚染対策法の概要 
(1)調査命令 
①3 条調査:土壌汚染対策法第 3 条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事

業場の敷地であった土地の調査) 
 有害物質使用特定施設:水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設 
 66:電気めっき施設 65:酸又はアルカリによる表面処理施設 
②4条調査:土壌汚染対策法第4条(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査) 
(2)責任主体の明確化:汚染原因者ではなく責任主体を所有者・管理者・占有者として明確化 
①土壌汚染状況調査・報告義務:土壌汚染の状況を調査し報告する義務を、その「土地の所有者

等」に負担させる。 
②汚染の除去等の措置義務:土壌の汚染が一定の基準に適合しない場合は、汚染の除去等の措置

を「土地の所有者等」に命ずる。 
 これまでは、土壌の汚染が人為的に発生した場合は、土壌を汚染させた原因者に対して責任

の追及が行われてきた。土壌汚染対策法では、土壌汚染状況の調査・報告義務、汚染の除去等 



 
 
の措置を講ずる義務の両方を「土地の所有者等」が負担するとされている。すなわち、土地を

所有しているだけで、自らが土壌汚染の原因者ではないにもかかわらず、自らの費用で土壌汚

染の状況を調査したり、汚染の除去等の措置を講ずる義務を負担しなければならない場合があ

り得ることになる。 
 土地を取引する場合は、土壌汚染対策法上の調査報告義務や汚染の除去等の措置を講ずる義

務はどのような場合に認められるかについて正確な知識を持つことが必要である。また、義務

が課されるのは「土地の所有者等」とされているから、所有権の移転時期をいつにするかも慎

重に検討するべきである。 
(3)措置命令:汚染状況によってリスク低減措置または恒久除去措置が命じられる。 
(4)指定区域台帳:指定区域台帳で一般へ情報公開される。 
 
４．特定有害物質(別表参照) 

(定義)第 2 条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレン

その他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の

健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 
 土壌汚染対策法施行令第1条で、特定有害物質として25物質を定めている。 
その内訳は、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)11物質、第2種特定有害物質(重金属等及

びその化合物)9物質10種、第3種特定有害物質(その他農薬等)5物質。 
 ※揮発性有機化合物(VOCs):水より比重が重く粘性の低いものが多いため、深い層まで浸透

し難透水層の上に溜まり、地下水に徐々に溶け出して周辺を汚染する。汚染が広い範囲に広が

り易い性質がある。 
※重金属等及びその化合物:土粒子に吸着されやすいため、汚染は地表近くに多く存在する。自

然に分解されることはないため、汚染した地下水の摂取のほか、土壌の直接摂取による健康被

害が懸念されている。 
※農薬等:重金属と同じく土粒子に吸着されやすいため、汚染は地表近くに多く存在する。一般

的に、ある程度時間が経つと自然に分解される。 
 
５．土壌汚染状況調査 
(1)調査の対象となる土地 
①3 条調査(前掲):特定有害物質を製造、使用または処理する施設に係る工場または事業場の敷

地であった土地で使用が廃止された土地 
 a.「使用の廃止」とは、当該施設の使用をやめるか、当該施設の使用は継続するが、特定有

害物質の使用をやめる場合をいう。 
 b.調査結果の報告は、調査の義務が発生した日(下水道の「特定施設使用廃止届」の使用廃止

の日)から起算して 120 日以内に行うべきものとされている。ただし、その期間内に報告でき

ない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事は、土地所有者等の申請により期限

を延長できる。 
(経過措置)第 3 条 第 3 条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用

特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。 
 (注)「環境確保条例」の取扱いは異なるので、注意が必要。 
②4 条調査(前掲):土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める土地。 



 
 
 土壌汚染状況調査の法的義務が発生するのは、1)有害物質使用特定施設の使用が廃止等され

た場合 2)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めて命じた場合

に限られ、これ以外の調査についての法的義務が発生することはない。 
  したがって、これに該当しない、例えば操業中の工場の敷地では、汚染があっても調査及び

対策は法の枠外で行われますが、「汚染土壌の搬出に関する告示」があるので、留意する必要が

ある。 
 また、土壌汚染対策法の施行日(平成15年2月15日)以前に廃止された有害物質使用特定施

設の跡地も法の適用は受けないが、「2)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都道府

県知事が認めて命じた場合」に該当するときは、土壌汚染対策法が適用されるので、留意する

必要がある。 
 土壌汚染対策法に基づいて行われる土壌汚染状況調査は、環境大臣が指定する「指定調査機

関」に行わせなければならない。平成 18 年 5 月 2 日現在で全国で 1,665 機関が指定を受けて

いる。また、調査の方法についても詳細に定められている。 
(2)土壌汚染対策法附則第3条(経過措置) 
 土壌汚染対策法施行前に使用を廃止していた場合は、調査の義務は発生しないものとされて

いる。 
(3)土壌汚染対策法第 3 条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷

地であった土地の調査)第1項ただし書き(調査の猶予) 
 ただし、環境省令(土壌汚染対策法施行規則第12条)で定めるところにより、当該土地に

ついて予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康

に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでは

ない。 
①引き続き同一の工場・事業所または従業員以外の者が立ち入ることが出来ない工場・事業場

の敷地として利用されている場合。 
②職住同居型の小規模な工場・事業場の敷地が引き続き事業主の居住用に使用される場合 
③鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地等(跡地) 
 (注)確認の取り消し:都道府県知事は、確認を受けた土地が、上記の要件を満たさないと認め

るに至ったときは、その確認を取り消すことになる。確認が取り消された場合には、その時点

での土地の所有者等に、土壌汚染状況調査及びその結果を報告する義務が発生する。 
(4)土壌汚染対策法施行規則附則第2条(経過措置)・第17条(地下水の利用状況等に係る要件) 
附則(経過措置)第 2 条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の

敷地であった土地(土地の面積が300平方メートル以下であり、かつ、第17条の要件に該

当しないものに限る。)に係る法第3条第1項の調査については、第5条第1項の規定にか

かわらず、当分の間、同項の土壌ガス調査及び土壌溶出量調査を行うことを要しない。 
 工場・事業場の敷地の面積が 300 平方メートル以下の場合であって、周辺(使用有害物質で

異なる)で地下水が飲用に利用されていないなどのときは、土壌汚染調査の一部が免除される。 
 
６．指定区域の指定・解除及び指定区域台帳 
 調査の結果、一定の基準以上の土壌汚染がみられる場合には、当該地域は原則として「指定

区域」として指定されることになる。 
(1)指定区域の指定 



 
 
 土壌汚染状況調査の結果、指定基準(環境省令で定める基準)を超過する土壌汚染が判明した

土地については、都道府県知事が指定区域として指定し公示する。(法第5条) 
[東京都の指定区域の指定は、平成18年6月1日現在で16カ所］ 
(2)指定区域の解除 
 指定区域の指定は、土壌汚染の除去により指定の事由がなくなったと認めるときは解除され

る。したがって、土壌汚染の除去(掘削除去、原位置浄化)以外の措置(封じ込め、盛土、舗装等)
が行われた場合は、指定区域の指定は解除されない。 
(3)指定区域台帳 
 都道府県知事は、指定区域について、その所在地、土壌汚染の状況等を記載した台帳(指定区

域台帳)を作成し、一般の閲覧に供する。(法第6条) 
 指定区域台帳は、指定区域の所在地、特定有害物質の溶出量・含有量などの土壌汚染の状態、

汚染除去等の措置の実施状況等を記載した帳簿、土壌汚染状況調査において資料を採取を行っ

た地点を明示した図面等により構成されている。 
 
７．汚染の除去等の措置 
(1)汚染の除去等の措置命令 
 都道府県知事は、指定区域の土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、

土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置の命令(措置命令)をすることができる。(法第7条

第1項) 
 なお、汚染原因者が明らかであり、汚染原因者に措置を講じさせることが相当と認められ、

かつ、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、措置命

令は汚染原因者に対して行われる。(法7条第2項) 
 汚染の除去等の措置の内容は、土壌汚染の除去に限定されず、暴露経路の遮断による措置(立
入禁止、盛土、舗装、封じ込め等)が認められている。また、汚染の除去等の措置は技術的には

複数の内容のものが適用可能な場面が多いが、措置命令に当たっては、土壌汚染の状況、土地

の所有者等及び汚染原因者の意向等を踏まえ、措置の内容を一に特定して命ずることになる。 
 ①指定区域内の土地②指定区域の基準を超える土壌汚染が明らかな土地あるいはそのおそれ

のある土地であって、地下水が飲用に利用されているか、地下水の汚染により公共用水の水質

が環境に合致しなくなるおそれがある場合か、又は一般人の立ち入りが許容される場合には、

原則として、汚染の除去等の「措置」が命じられることになる。 
(2)汚染の除去等の措置に要した費用の請求 
 措置命令を受けた土地の所有者等は、汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置に要した費用

を請求することができる。(法8条第1項) 
 なお、請求できる費用の範囲は、措置命令において命じられた内容の措置を行うために通常

必要と認められる費用の額に限られる。 
 しかし、汚染原因者に費用負担能力がないときは、土地の所有者等が費用を負担することに

なる。 
 
８．指定区域における土地の形質の変更 
 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、その着手の 14 日前までに都道

府県知事に届け出なければならない。(法第9条第1項) 



 
 
 都道府県知事は、その施行方法が一定の技術的基準に適合しないと認めるときは、届出者に

対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。(法第9条4項) 
 
９．その他 
(1)土壌汚染対策への支援 
 費用負担能力の低い土地所有者等(土地の所有者、管理者又は占有者)にたいして、一定の資

金助成がなされ、また土壌・地下水浄化施設に対する税制上の優遇措置(固定資産税等)、政府

系金融機関を通じて低利融資、環境事業団による環境浄化機材貸付等の支援策がとられている。

ただし、汚染原因者への資金助成はない。 
(2)自発的な土壌汚染状況調査・対策 
 土地取引に伴って行われる調査、ISO取得に伴う調査など土壌汚染対策法の対象外で行われ

る自発的な土壌汚染調査・対策が増加しつつある。この動きは、今後もますます拡大していく

と考えられる。特に外資ファンドによる不動産取得の場合等に条件として土壌汚染状況調査を

要求される場合が多いといわれている。 
 
10．土壌汚染対策法施行による影響 

 土壌汚染対策法の施行により、社会一般の土壌汚染に関する関心が高まったことが、最も大

きな社会的影響といえる。マスコミ等にも大きく取り上げられ「環境問題」に関する関心が一

般住民にも自分に身近なものとして土壌汚染問題が捉えられるようになった。このことから、

周辺に存在する工場や企業が所有している土地の状況について近隣住民が注視するようになっ

た。 
 企業としても事業への影響、社会的イメージの失墜等への配慮から土壌汚染に強い関心を抱

かざるを得なくなった。汚染が判明した場合には操業の縮小や停止、計画の見直しを迫られ事

業活動に多大な影響が出る事態も考えられる。また、情報の公開の程度はその企業の評価に繋

がる問題でもある。 
 こうした影響はあるが、法施行による直接的、具体的な影響については事業を継続している

状況の下では、法の網のかかる場合は限定的であり、大きな影響はないものと考えられる。 
 事業を継続している限りにおいては、土壌汚染によって近隣に被害をおよぼす状況がなけれ

ば、直接この法律にかかわることはないといえる。 
 また、施設を売却する場合でも、引き続き同じ工場・事業所として使用される場合等にあっ

ては、汚染状況調査や除去措置を命じられる場合は限られている。 
 土壌汚染に関する具体的な規制はいままでも各都道府県等の条例で行われてきており、この

法律の施行によって直接的な大きな変化はないと考えられる。 
 本法律の施行により都道府県知事がこの法律を根拠として調査・措置命令が出せるようにな

り、健康被害懸念施設への被害発生防止の手段を得たことになる。 
 
11．不動産取引への影響 

(1)不動産取引に及ぼす影響 
 土壌汚染対策法の施行による不動産取引への影響は、役所で台帳を閲覧して、取引対象土地

が「指定区域」であるか否かを調べ、指定区域でなければ何らの説明の必要はないというだけ

のように思われると考えますが、そのように考えるべきではありません。土壌汚染対策法の施 



 
 
行により、これまでよりも土地の汚染がその土地の暇疵であると認識が強まり定着すると考え

られる。 
 不動産の取引では、土壌汚染の事実が判明したとき、売買の実務としてかなり難しい問題が

出てくる。土壌汚染の問題は、まず調査に関することが取引をする前提として出てくる。ただ

し、先に述べた法令の要件を充たした上で、利用価値があるとして現状有姿で取引された例も

あるが、土壌汚染に関する費用を織り込んで売買価格は決定されている。調査に続いて、どの

ような方法で汚染を除去するのか、どの業者に依頼するのか、手続きはどうするのか、費用は

どの位掛かり、誰が負担するのか、除去作業に要する期間はどの位かかるのか等、土壌汚染の

除去(浄化)に関する諸事項が契約に直接関係してくる。こうした煩雑な事柄を不動産開発会社

に委託して共同住宅を建設した例もある。 
 このように、土地取引に当たっては、土地の汚染の可能性の有無を土地履歴等の調査を行っ

て判断する必要があるが、めっき工場の場合は汚染の可能性があると見て、調査や汚染の除去

等に要する費用の負担について、あらかじめ合理的に取り決めておく必要がある。 
 不動産の取引において、その価格をいくらとするのかは売主・買主の双方にとって最も重要

な点である。また、資金調達のために不動産を担保に提供する場合の評価額をどう見るのかは

当事者にとって大きな問題である。仮に土壌の調査等をしないで担保に提供しようとした場合

は、金融機関から担保として評価されない場合もある。 
 土壌汚染のある土地の評価に関し、平成 16 年 7 月 5 日付けで「土壌汚染地の評価等の考え

方について(情報)」(資産評価企画官情報第3号)として、国税庁より汚染土地の評価方法の基本

的な考え方が公表されている。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/hyouka/2680/01.htm 
1－2一(1)一①原価方式 
 
 
      ＝        －       －        － 
 

※1       ※2        ※3 
※1 標準的な浄化・改善に係る技法はいまだ確立されていない為、これに要する標準的な費

用相当額を定めることは出来ない。当面は指定調査機関の見積もった費用(複数の見積もりが望

ましい)により計算せざるを得ないものと考えられる。 
※2 取引の実例が少ない中で、一定の減価割合を定めることができないことから、当面は個

別に検討せざるを得ないと考えられる。 
※3 心理的要因による減価(スティグマ)は、その減価割合を数値化することは困難であり、一

律に減価率を定めることは相当ではなく、当面は個別に検討せざるを得ないと考えられます。 
 なお、不動産の鑑定評価において、「不動産鑑定評価基準」が平成15年1月1日施行で改正

されており、不動産鑑定士が鑑定評価するに際しては、土壌汚染の状況を考慮すべきとされて

いる。http://tochi.m1it.go.jp/w-new/h1407_f1.pdf 
 土壌汚染の事実の判明によるトラブルが増加している。特に都市の再開発で工場跡地などへ

の共同住宅建設が進み、土壌汚染が見つかるケースが増えている。 
 こうした状況を反映して、工場跡地をマンション等の住居の建物敷地として転用する場合、

デベロッパーから土壌汚染調査の条件・要求が出されるのが慣行化している。この場合は、特

定有害物質とされている25物質すべての調査を要求される場合もある。特に土壌汚染対策法 
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では土地の所有者に義務を課していることから、不動産取引において、買主から調査を要請さ

れることが多くなっている。 
 こうした場合、汚染の調査・浄化費用の負担をどうするかが問題になるが、(社)不動産協会

の指針「マンション事業における土壌汚染対策について」で「土壌汚染の調査ならびに浄化処

理は原則として売主で行うべきである。」とされている。 
 実際には、取引における売主・買主の力関係、当該不動産の地域での不動産需給関係、取引

における経緯等の諸々の要因で決まることになり買主が負担する場合もある。不動産の売買取

引上、土壌汚染のリスクは売主にとっては「瑕疵担保責任」が問題であり、買主にとっては、

物件引渡しを受けた後に予期せぬ汚染の発見により工期が延びるなどの損害がある。 
 不動産取引において、土壌汚染問題にどのように対処するのか、売主、買主双方にとって売

買契約書の持つ意義は大きなものになる。売買契約書の作成にあたって解除条件、暇疵担保責

任などに留意が必要である。 
 不動産取引にとって、土壌汚染は実に厄介で負の要因であることは間違いないが、決して取

引をあきらめなければならない程に極めて深刻な影響をあたえるものではないと考える。現に

法施行後に、めっき工場跡地で汚染が判明した土地が取引された例が複数ある。冒頭でも述べ

たが、時代の環境重視の潮流の中で土壌汚染問題は避けて通れるものではない。正面から取り

組み、真摯に対処していくしかないと考える。 
(2)土壌汚染対策技術と新技術開発の動向 
 土壌汚染除去にあたって、どの土壌汚染対策技術を選択するかは、調査結果から得られる①

汚染のメカニズム・汚染源・汚染の浸透状況・移動方向・範囲②対象土壌の種類・性状③特定

有害物質の種類・性状、及び対策工事期間等を考慮して決定されることになる。 
 揮発性有機化合物の汚染対策技術としては、①原位置浄化②掘削除去が基本的方法でいろい

ろな技術がある。 
 重金属等による汚染対策技術としては、①固化、不溶化②封じ込め③掘削除去が基本的措置

方法で種々の技術がある。その費用は、土量1立方メートル当り数千円から数万円掛かり、浄

化方法、期間等により、様々で一概には言えない。 
 浄化対象規模にもよるが、総額として浄化費用が千万円単位となる場合も多く、億円単位と

なったケースもある。 
 東京都は、平成 18 年度に新規事業として「土壌汚染対策の促進」を予算化し、関係各分野

の専門家による「土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会」を設置し、検討に入っており、平

成19年2月頃に「土壌汚染対策促進のための仕組み(案)」を策定するとしており、成果が待た

れるところである。また、新技術が大手建設会社等を中心に活発に研究開発がされており、浄

化技術が進歩し処理の迅速化、低コスト化が図られることを期待している。 
 
12．後記 

 以上のように法の施行後、いろいろな影響が出ている。また、東京都は、平成13年10月か

ら環境確保条例に基づく土壌汚染対策を実施しているが、法に先駆けて制定されており、その

後の法施行に合わせて技術面等については、整合性がはかられたが、報告窓口が法に関しては

都環境局有害化学物質対策課、条例に関しては市区町村の担当課となっている。調査項目や報

告内容についても相違がある。また、法では、経過措置を設けているが、都条例では経過措置

がないなど不条理な面もある。法の内容が限定的であるとの見方もあり、直接的、全面的なも 
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のとなっていないということもある。土壌汚染問題は、簡単に解決できる問題ではなく、また、

事業を廃止された事業所の問題だけでなく、事業を継続するために、継続的かつ前向きに取組

むべき課題である。人の生活に密接に係わる土地の問題であり、すみやかに解決すべきである

が、経済性(費用)の問題が大きく、解決のネックとなっている。 
 
分

類 

  土壌汚染対策法施行規則に定める基準値 

特定有害物質の種類 地下水基準 

(mg/l) 

土壌溶出量基準

(mg/l) 

土壌含有量基

準(mg/l) 

第二溶出量基

準(mg/l) 

  溶出試験 含有量試験 溶出試験 

 １ 四塩化炭素 0.002以下 0.002以下 － 0.02以下 

２ 1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下 － 0.04以下 

３ 1,1-ジクロロエチレン 0.02以下 0.02以下 － 0.2以下 

４ シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下 － 0.4以下 

５ 1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下 － 0.02以下 

６ ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下 － 0.2以下 

７ テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下 － 0.1以下 

８ 1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下 － 3以下 

９ 1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下 － 0.06以下 

10 トリクロロエチレン 0.03以下 0.03以下 － 0.3以下 

11 ベンゼン 0.01以下 0.01以下 － 0.1以下 

 12 カドミウム及びその化合物 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 

13 六価クロム化合物 0.05以下 0.05以下 250以下 1.5以下 

14 シアン化合物 検出されないこと 検出されないこと 50以下 

(遊離シアンとして) 

1.0以下 

15 水銀及びその化合物 水銀が 0.0005 以下かつアルキ

ル水銀が検出されないこと 

水銀が 0.0005 以下かつアルキ

ル水銀が検出されないこと 

 

15以下 

 

0.005以下 

16 セレン及びその化合物 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 

17 鉛及びその化合物 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 

18 砒素及びその化合物 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 

19 ふっ素及びその化合物 0.8以下 0.8以下 4,000以下 24以下 

20 ほう素及びその化合物 1以下 1以下 4,000以下 30以下 

 21 シマジン 0.003以下 0.003以下 － 0.03以下 

22 チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下 － 0.2以下 

23 チウラム 0.006以下 0.006以下 － 0.06以下 

24 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 検出されないこと － 0.003以下 

25 有機りん化合物 検出されないこと 検出されないこと － 1以下 

 



 
 
 
 
 
 全国鍍金工業組合連合会(大村功作会長)は
5月29日(月)午後1時半より機械振興会館で

平成18年度通常総会を開催した。 
 姫野正弘総務委員長の司会により、業界関

係物故者に対する黙祷を行い、鈴木喜代壽副

会長が開会の挨拶をした。主催者を代表して、

大村功作会長は「平成 17 年度は皆様の協力

により様々なことを決めさせて頂いた。特に

全鍍連の運営、運営に係わる経費の問題等に

ついて総務委員会を中心に試案をいただき、

正副会長と総務委員長で財政検討委員会を立

ち上げ、毎月のように検討を重ねて、第１回

理事会に提出した。皆様にとっては身を切る

思いだと思うが、承認を頂いた。本日はそれ

らを踏まえ、本総会で慎重審議をお願いした

い。昨年の全国大会で“環境との共生”を決

めさせて頂いたが、18年度も環境問題を重点

的にやっていきたい。特に土壌汚染の問題が、

今後我々がこの業界で生きていくために重要

な問題である。後輩や後継者に引き継いでも

らうためにはどのようなことをやればよいか

を踏まえ、環境対策委員会に諮問し、また正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
副会長会で検討して、今後の方向性を定めて

参りたいと考えている。みなさんのご支援ご

協力ををお願い申し上げる」と挨拶した。 
 議事に先立ち岸賞の表彰を行い、笠間則文

副会長が川上洋一氏（全鍍連常任理事・東京

組合副理事長）の受賞と功績を発表した。 

 
 川上氏は東京組合で理事、常任理事を歴任、

平成 13 年より副理事長をつとめ、技術、環

境保全担当役員として活躍された。全鍍連で

は平成９年より理事、13年より常任理事をつ

とめ、環境対策委員長、副委員長として活躍

された。その間、ほう素、ふっ素等の排水基

準、ＰＲＴＲ制度、土壌汚染対策法など新た 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

全鍍連平成 18 年度通常総会 



 
 
な環境規制に対して先頭に立って取り組まれ、

大きな成果を上げた。小規模事業所に最も有

効な環境保全技術の導入のため現場指導に献

身的に取り組まれた、などを披露した。 
 大村会長より表彰状並びに記念品贈呈の後、

川上氏は「身に余る光栄で、これからも微力

ながら業界のために努力していきたい」と謝

辞を述べた。 
 総会は大村会長を議長に選出して議事に入

った。第一号議案として経費賦課方法の改定

について、布袋屋皓造専務理事が内容を説明

し満場一致で承認した。続いて、第二号議案

として平成 17 年度事業報告、財産目録、賃

借対照表、収支計算書及び剰余金処分案が一

括上程され、布袋屋専務理事が内容を説明し

た後、監事を代表して赤穂好男監事が監査報

告を行い、一括原案通り承認した。第三号議

案として、平成 18 年度事業計画案及び同収

支予算案を満場一致で原案通り承認可決した。

第四号議案として役員の退任及び選任につい

て、大村議長より富山組合の藤清貴理事長な

らびに広島組合の新谷哲章理事長が組合総会

において理事長を退任し、全鍍連理事を退任

したい旨の申し出があったことを報告、これ

に伴い新理事２名の選任が必要となり、新理

事は指名推薦において選任することが承認さ

れた。新理事には、両組合の申請に基づき役

員候補者選考委員会より梅田ひろ美氏(富山)
ならびに吉田忠弘氏(広島)が推薦され、藤氏、

新谷氏の理事退任及び梅田氏、吉田氏の理事

就任を満場の拍手により承認した。 
 以上で総会議事が終了し、議長が退席した

後、本日退任された藤氏、新谷氏に大村会長

より感謝状が贈られ、両氏には評議員が委嘱

される旨の説明があった。最後に、吉田勇副

会長の閉会の辞をもって総会を終了した。引

続き、懇親会を行った。 
 
 
 
 

 
 
参加しよう！平成 18 年度全国め

っき技術コンクール参加者募集 
 
 全国鍍金工業組合連合会は恒例の「全国め

っき技術コンクール」の参加者を募集してい

る。募集概要は次のとおり。 
主  催 全国鍍金工業組合連合会 
後  援 (予定)厚生労働省、東京都、中央

職業能力開発協会、日刊工業新聞 
種  目 
 ①研磨－装飾クロムめっき部門 
 ②装飾クロムめっき部門 (注)無研磨 
 ③亜鉛めっき部門    (注)無研磨 
参 加 料 1部門1口につき1万円(1部門に

つき3口まで応募可) 
 （東鍍工組高等職業訓練校、大阪高等めっ

き技術訓練校の訓練生の参加料は1部門1口

につき7千円） 
申込締切 平成18年8月4日(金) 
出品締切 平成18年8月11日(金) 
入賞発表＆表彰式 (予定)平成18年11月22
日(水)全鍍連第44回全国大会にて 
 (予定) 厚生労働大臣賞 
    厚生労働省職業能力開発局長賞 
    中央職業能力開発協会会長賞 
    日刊工業新聞社賞 
    全国鍍金工業組合連合会会長賞 
 従来、コンクール参加は自社の通常ライン

による加工では困難でコンクール用の特別な

装置･薬品等の準備が必要との認識から参加

を控える組合員が多く見られたが、実際 は自

社の通常ラインによる加工を工夫することで

十分対応可能であり、これまでもこうした通

常ラインによる加工で多くの組合員が上位入

賞を果たしているので、積極的な多数の参加

を求めている。 
問合せ先 全国鍍金工業組合連合会 事務局

／佐藤･山本(TEL03-3433-3855) 
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振

興会館206 



８月 高等職業訓練校授業案内 

授業日(火・金)  授業時間(Ａ:14:00～17:00  Ｂ:17:00～20:00) 

日 曜 時 科  目 内      容(予  定) 

 

１ 

 

火 

Ａ 

 

硬質めっき② 

(めっき法) 

Ｎｉ系合金めっき、気相めっきの条件と特徴など。 

武蔵工業大学名誉教授 星野重夫 

Ｂ 

 

銅めっき③ 

(めっき法) 

ピロリン酸銅めっき、組成及び作業条件、トラブル対策 

㈱金属化工技術研究所 山本良雄 

 

４ 

 

金 

 

Ａ 金属･非金属材料① 

(材料) 

めっきと関連する金属･非金属材料についての概説 

明星大学 機械システム工学教授 石井友之 

Ｂ めっき材料① 

(材料) 

ニッケル、銅、亜鉛の電極、各種界面活性剤の性能と利用法等。 

星野技術士事務所 星野芳明 

 

８ 

 

火 

Ａ 金属･非金属材料② 

(材料) 

めっき用金属･非金属材料の概論、諸性質について 

明星大学 機械システム工学教授 石井友之 

Ｂ めっき材料② 

(材料) 

キレート剤の種類と構造、金属表面技術としてのキレート剤の利

用と応用等。          星野技術士事務所 星野芳明 

 

22 

 

 

火 

Ａ 金属･非金属材料③ 

(材料) 

めっき用金属･非金属材料の概論、諸性質について 

明星大学 機械システム工学教授 石井友之 

Ｂ めっき素地材料① 

(材料) 

金属･非金属材料のめっき素地材料としての特性を知る。 

㈱ハイテクノ 石原祥江 

 

25 

 

 

金 

Ａ 貴金属めっき① 

(めっき法) 

貴金属の分類・特徴・諸性質、貴金属めっきの化学、電着機構等 

元デグサジャパン㈱ 村槇 利弘 

Ｂ めっき素地材料② 

(材料) 

金属･非金属材料のめっき素地材料としての特性を知る。 

㈱ハイテクノ 石原祥江 

 

29 

 

 

火 

Ａ 貴金属めっき② 

(めっき法) 

装飾用金めっき、カラーゴールドの分類種類､他の貴金属めっき

等。           元デグサジャパン㈱ 村槇 利弘 

Ｂ 設備管理 

(生産工学概論) 

対流と噴流、ろ過の原理、活性炭処理、ろ布の特性 

日本フイルター㈱ テクニカルセンター 和田泰一 

 
 

訃 報 
謹んでご冥福をお祈りいたします 

横山三郎様(足立支部･横山電解研磨㈱社長)6 月 24 日(土)死去､76 歳。告別式は 26 日午

前10時から足立区南花畑の芦川ホールで行われた。喪主は横山功氏 
石井トミ様(全鍍連常任顧問､愛知組合顧問､真生電化工業㈱社長の石井博氏のご母堂)6
月 26 日(月)死去､94 歳。告別式は 29 日午後 1 時から愛知県江南市の平安会館布袋斎場

で行われた。喪主は石井博氏 
山田平八郎様(葛飾支部･㈲山田鍍金工業所山田鎮雄社長のご尊父)7 月 6 日(木)死去､91
歳。告別式は 9 日午前 11 時より葛飾区白鳥の四ツ木斎場で行われた。喪主は山田鎮雄

氏。 



 
 

新銀行東京より､新融資『技術力・将来性』のお知ら

せ 
 
東京都鍍金工業組合の組合員の皆さまへ、提携金融機関である新銀行東京より新融資『技術

力・将来性』のご紹介です。『技術力・将来性』とは、財務内容が脆弱であっても、一定の技術

力や優れたビジネスモデルを有し、将来の成長が見込める中小事業者に対して資金供給を行う

ことをコンセプトとしております。財務内容に加え、技術力と事業計画を外部専門家が客観的

に評価し、事業内容に応じて、最高3億円までご融資いたします（期間は最長7年）。 
また、組合員の皆さまのお申込につきましては、融資事務手数料の優遇を行っております（通

常２１，０００

円のところ２，

１００円 とも

に消費税込）。組

合事務局にて発

行する『確認依

頼書』を新銀行

東京の店舗へ持

参することで優

遇が可能となり

ます。最短3営

業日でご融資の

可否をお答えす

る、新融資『ポ

ートフォリオ』

と合わせて、ぜ

ひご利用くださ

い。 
商品についての

お問い合わせは、

新銀行東京融資

相談室（フリー

ダイヤル０１２

０－２８９－２

２７）へお電話

いただくか、又

は新銀行東京ホ

ー ム ペ ー ジ

（www.sgt.jp）
をご覧ください。 



 
 
■十日会 
 

６月例会 
 
 十日会(太田幸一会長)は 6 月 12 日(月)
午後 7時からめっきセンターで例会を開

き、講師に中小企業庁経営安定対策室長

の児島秀平氏を招き「中小企業ＢＣＰ策

定運用指針」についての講演を、会員 27
名が熱心に聴講した。 
 例会は柴田徹幹事の司会により、太田

会長は「めっき業は日本のモノづくりに

なくてはならない産業であるが、もし自

然災害等に遭った時、いかに事業を継続

していくか、本日のＢＣＰを勉強して頂

きたい。十日会ホームページに今後の行

事予定を掲載したので参考にして頂きた

い」と開会の挨拶をした。 
 講師の児島氏は、今年２月から中小企

業庁ＨＰで公開している中小企業ＢＣＰ

策定運用指針について説明した。概要は

次の通り。 
 会社が地震災害や風水害、火災、従業

員が集団感染したら会社はどうなるか、

中小企業ＢＣＰ(Business Continuity 
Plan;緊急時企業存続計画)とは､中小企

業が、緊急時においても、中核となる事

業を継続あるいは早期復旧することで、

顧客からの信用と従業員の雇用を維持し、

企業価値を向上させるための準備をして

おくもの。 
 一般に中小企業は、顧客や事業の種類

が限られ、人材や資金などの経営資源に

も余裕がない。一方、中小企業はわが国

の産業において極めて重要な地位を占め

ており、緊急事態に脆弱な中小企業こそ、 

 
 

 
 
ＢＣＰに取り組むことが重要である。Ｂ

ＣＰのポイントは次の通り。 
 これまでの防災計画は、従業員の生命

と会社の財産を守ることが主な目的であ

るが、ＢＣＰは、従業員の生命と会社の

財産を確保した上で、事業の継続・早期

復旧に努めることで、会社が緊急事態を

生き抜くための計画である。 
1)緊急時において優先して継続・復旧す

べき中核事業を特定する。 
 緊急時、人材や設備、資金が制約され

る。事業を絞り込むことが企業存続の近

道。 
2)緊急時において中核事業を復旧する目

標時間を定めておく。 
 目標がないと適切な行動を起こすこと

ができない。緊急時に被害状況を判断し

て再設定する。 
3)中核事業や目標復旧時間について顧客

等取引先と予め協議しておく。 
 共通認識があると効果的な対策が可能。

緊急時、顧客との迅速・円滑な連絡が肝

心。 
4)事業拠点や生産設備、仕入品調達等の

代替策を用意しておく。 
 緊急時の使用不能に備え、可能な範囲 



 
 
で用意する。コンピュータのバックアッ

プも重要。 
5)全ての従業員とＢＣＰの方針や内容に

ついて話し合っておく。 
 緊急時、経営者はどう行動するつもり

か、従業員にどう行動して欲しいか、知

らせておく。 
 ＢＣＰ導入の効果として、金属プレス

メーカーで、平日早朝に大規模地震が突

発発生した場合を想定し、ＢＣＰ導入な

し企業と(ＢＣＰ導入済み企業)の違い。 
＜当日＞工場では全てのプレス機が転倒

(アンカー固定済み、プレス機転倒免れ

る) 
ほとんどの従業員の安否確認ができず

(伝言ダイヤル 171 で安否確認) 
納品先の連絡先が不明、判明後も電話不

通(最寄りの営業所まで事情説明に行く) 
＜数日間＞多くの従業員が 1 ヶ月間、出

社せず(従業員、3 日間地域活動専念後、

交代制) 
原材料の仕入元工場が全壊(原材料は当

面、他企業から代替調達) 
1 週間後、納品先の大企業から発注を他

会社に切り替えたとの連絡あり(3 日後、

1 ヶ月で全面復旧可能と報告、この間、

遠方の協力会社で代替生産) 
＜数ヶ月間＞3 ヵ月後、生産設備復旧す

るも、受注戻らず(手持ち資金から月給や

代金を支払う。さらに同業組合から、復

旧要員の応援を得る。修理費用は公的融

資制度を利用)、会社の規模を縮小、従業

員の 7 割を解雇(1 ヵ月後、全面復旧し、

受注も元に戻る) 
 
 

 
 

十日会納涼会 
 
 十日会は、8 月 24 日(木)午後 7 時から

銀座の「中国大陸料理 過門香 銀座店」

で恒例の納涼会を開催する。中国大陸料

理を味わいながら、会員家族ともども親

睦を深めながら暑さを吹き飛ばそうと企

画された。 
 

十日会９月例会 
 
 十日会は、9 月 20 日(水)午後 7 時から

めっきセンターで 9 月例会を開催する。 
㈱プロジェスト取締役 税理士 中村克

宏氏を講師に招き、平成 18 年 5 月 1 日

に施行された「誰でもわかる会社法」に

ついての講演を行う。会社法の施行によ

って中小企業に関する取扱いも大幅に改

正された。改正の内容は、有限会社制度

の廃止、機関設計の柔軟化、会計参与制

度の導入、最低資本金制度の撤廃、合同

会社の新設など非常に多岐にわたってお

り、それによって得られるメリットは

様々である。例会では会社法で導入され

る制度のうち、特に重要性の高いと考え

られる機関、株式、会計参与、配当、会

社設立を中心に解説するとともに、必要

に応じて中小企業に関係する税務上の取

扱いも紹介する。 
                                                                                                                                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
本  社 東京都目黒区上目黒４－５－１ 
〒153-0051 TEL03(3719)8221 FAX03(3760)9027 
第一工場 東京都目黒区上目黒２－45－12 
大村めっき工場  東京都目黒区鷹番１－１－12 

 
 
 
 
 
 
 
〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘３－６－１ 
      TEL０４２４(８３)１９００ 

 
 
 
 
 
本社  東京都豊島区東池袋1丁目7番12号(日産ビル) 
〒170-0013 TEL03(3986)1591㈹ FAX03(3988)8923 
工場 高崎第1･高崎第2･川越･シンガポール 
   マレーシア･タイ･中国 

 
 
 
 
 
 
〒146-0093 東京都大田区矢口2丁目32番7号 

TEL０３(３７５９)３４４６㈹～８ 
FAX０３(３７５９)３４４８ 

 
 
 
 
 
 
〒110-0012 東京都台東区竜泉1丁目9番3号 

ＴＥＬ０３(３８７５)６１４６㈹ 
       ＦＡＸ０３(３８７５)６１４９ 

 
 
 
 
 
本 社 東京都江戸川区平井5丁目20番9号 
〒132-0035 TEL03(3617)7707 FAX03(3617)7709 
篠崎工場 東京都江戸川区篠崎町3丁目33番11号 
〒133-0061 TEL03(3670)2120 FAX03(3670)2062 

 
 
 
 
 
 
〒143-0014東京都大田区大森中1丁目11番5号 

TEL０３(３７６１)４９４６ 
FAX０３(３７６１)４９９１ 

 
 
 
 
 
 
〒132-0025 東京都江戸川区松江４－20－11 

ＴＥＬ０３(３６５３)３４３１ 
       ＦＡＸ０３(３６５２)２２２５ 

 
 
 
 
 
和光工場  埼玉県和光市白子２－28―８ 
〒351-0101 TEL048(461)2130 FAX048(466)5200 
立川工場  東京都立川市一番町４－22－５ 
〒190-0033 TEL042(520)1772 042(520)1712 

 
 
 
 
 
 
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－34－２ 

ＴＥＬ０３(３４４１)４９１０ 
ＦＡＸ０３(３４４１)４６４０ 

株式会社 都南ビーピー 
代表取締役 大村 功作 

京王電化工業株式会社 

代表取締役 姫野 正弘 

株式会社 協 和 
代表取締役社長 由田 猛 

合資会社東亜鍍金工場 

代表社員 川上 洋一 

八幡鍍金工業株式会社 
代表取締役 八幡 順一 

株式会社 入谷電鍍所 
代表取締役社長 間部健太郎 

有限会社 朝日鍍金工場 
代表取締役 遠藤 清 
専務取締役 遠藤清孝 

株式会社 歓 鍍 金 
代表取締役 中澤 敏明 

株式会社 旭電化研究所 
代表取締役 溝口 昌範 

専務取締役 志田 和陽 

有限会社大森広尾鍍金工場  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
〒153-0064 東京都目黒区下目黒２－12－３ 

ＴＥＬ０３(３４９１)７６５３ 
ＦＡＸ０３(３４９１)４０７４ 

 
 
 
 
 
本 社    東京都目黒区下目黒2丁目13番7号 
〒153-0064 TEL03(3493)0231 FAX03(3779)5296 
千葉事業所 千葉県香取郡東庄町宮野台1-50東庄工業団地 
〒289-0623 TEL0478(87)1120 FAX0478(87)1018 

 
 
 
 
 
 
〒140-0004 東京都品川区南品川４－17－16 

TEL０３(３４７４)３５６３ 
FAX０３(３４７４)３５４８ 

 
 
 
 
 
 
〒141-0031 東京都品川区西五反田７－５－１ 

ＴＥＬ０３(３４９３)０３０８㈹ 
ＦＡＸ０３(３４９１)８７９５ 

 
 
 
 
 
 
〒144-0033 東京都大田区東糀谷６―３―１ 

ＴＥＬ０３(３７４４)８２００ 
ＦＡＸ０３(３７４５)４８４１ 

 
 
 
 
 
 
 
〒142-0064 城南連合支部事務局 品川区小山4-2-4 

TEL 03(3785)0078 FAX 03(3788)1678 
 
 
 
 
 
〒143-0003 東京都大田区京浜島２－２―１ 

TEL０３(３７９０)２３２１ 
FAX０３(３７９０)２３２７ 
URL:www.threeweb.ad.jp/~snd 

 
 
 
 
 
 
〒143-0003 東京都大田区京浜島２－２－５ 

ＴＥＬ ０３(３７９０)２２２２ 
ＦＡＸ ０３(３７９９)３３９９ 

 
 
 
 
 
 
 
本  社  東京都大田区京浜島２丁目２番４号 
〒143-0003  TEL03(3790)1031㈹ FAX03(3790)2828 

 
 
 
 
 
本社工場  東京都大田区大森西１－１－３ 
〒143-0015 ＴＥＬ０３(３７６１)３１０１ 

ＦＡＸ０３(３７６１)３０４０ 
URL:http://www.ohmori-cr.co.jp 

木村鍍金工業株式会社 
代表取締役 木村 秀利 

平和工業株式会社 
代表取締役 内藤 雅文 

 株式会社トーテック 
代表取締役 小谷野 英勝 

藤田鍍金工業株式会社 
代表取締役 藤田 直人 

有限会社 伊豆鍍金工業所 
取締役 原 清一 

東京都鍍金工業組合 大田支部 
 
支 部 長 佐藤 富幸 
副支部長 葛西 康二 
副支部長 金子 俊明 
副支部長 池谷 純一 
     役員 一同 

新日東電化協業組合 
理事長 鈴木 徳一 

株式会社 大崎金属 
代表取締役 吉川  進 

大森クローム工業株式会社 
取締役社長 小口順一郎 

株式会社 池田車框製作所 
代表取締役 池田 潤一 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
本 社 東京都荒川区東尾久2丁目9番1号 
〒116-0012 TEL&FAX03(3895)1759 
工 場 埼玉県草加市稲荷2丁目12番6号 
〒340-0003 TEL0489(31)7675 FAX0489(31)2407 

 
 
 
 
 
 
 
〒116-0001東京都荒川区町屋 ４－13－５ 

TEL 03(3895)8681 FAX 03(3892)0725 
 
 
 
 
 
〒116-0012 東京都荒川区東尾久２－３－７ 

TEL03(3895)5902  FAX03(3809)1966 
三郷工場 埼玉県三郷市彦江１－71－１ 
〒341-0058 TEL048(953)2301 FAX048(953)2302 

 
 
 
 
 
 
〒114-0035 東京都北区田端新町１－11－13 

TEL03(3894)5195 FAX03(3800)5195 
東京工場･名古屋工場･羽生工場 

 
 
 
 
 
 
〒111-0013 東京都台東区浅草橋２－28－８ 

TEL０３(３８５１)４８１０ 
FAX０３(３８６６)４００１ 

 
 
 
 
 
〒334-0063 埼玉県川口市東本郷７６４－８ 

ＴＥＬ０４８－２８２－１５９０ 
ＦＡＸ０４８－２８２－３５６７ 
E-mail:hirosiu@muh.biglobe.ne.jp 

 
 
 
 
 
 
〒111-0013 東京都台東区浅草橋2-28-8 

TEL03(3851)4810(㈱木下鍍金工場) 
FAX03(3866)4001 

 
 
 
 
 
〒123-0851 東京都足立区梅田３－16－１ 

ＴＥＬ０３(３８８０)１２７１ 
ＦＡＸ０３(３８８９)８５３０ 
k-nagata@pl-umeda.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 
〒123-0851東京都足立区梅田3-16-1(㈱梅田鍍金工業所内) 

TEL03(3880)1271  FAX03(3889)8530 

 
 
 
 
 
 
〒123-0856  東京都足立区本木西町８－25 

ＴＥＬ０３(３８９０)４２３６ 
ＦＡＸ０３(３８９０)４２３８ 

株式会社 梅田鍍金工業所 
代表取締役 永田 一雄 

代表取締役社長 永田 吉輝 

株式会社八神化学工業所 東京都鍍金工業組合 足立支部 
常任理事 小澤 栄男 
支 部 長 永田 一雄 
副支部長 細井  碧 
副支部長 石川 和男 
副支部長 橋本 英雄 
副支部長 磯村 博明 

有限会社 上原メッキ工業 
代表取締役 上原 裕司 

株式会社 篠根鍍金 
代表取締役 篠根 健一 

有限会社 平野メッキ工場 
代表取締役 平野普三雄 

野上化学工業株式会社 
野上 敬 
野上 悟 

株式会社 木下鍍金工場 
代表取締役 木下 好雄 

東京都鍍金工業組合 
中央支部 
役員一同 

東京都鍍金工業組合 城北支部 
支 部 長 今泉 好隆 
副支部長 高松 俊和 
副支部長 田村 卓也 
副支部長 野上  敬 
副支部長 上田 浩司 

役員  一同 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木２－10－17 

ＴＥＬ０３(３６９２)４５６０ 
ＦＡＸ０３(３６９３)００２０ 

 
 
 
 
 
 
〒124-0012 東京都葛飾区立石２－18－８ 

ＴＥＬ０３(３６９５)１３０４ 
ＦＡＸ０３(３６９５)１３４６ 

 
 
 
 
 
 
〒124-0003 東京都葛飾区お花茶屋３－24―14 

TEL ０３(３６０２)６５６１ 
FAX ０３(３６０２)６５６３ 

 
 
 
 
 
 
〒124-0025東京都葛飾区西新小岩5丁目26番6号 

TEL０３(３６９７)１４８４ 
FAX０３(３６９７)３５９３ 

 
 
 
 
 
 
 
〒131-0043東京都墨田区立花５－17－17 

TEL03(3617)5779  FAX03(3614)5653 

 
 
 
 
 
 
〒131-0041 東京都墨田区八広４－42－７ 

ＴＥＬ ０３(３６１２)６９７５ 
ＦＡＸ ０３(３６１２)６９４５ 

 
 
 
 
〒131-0043東京都墨田区立花５－８－２ 

ＴＥＬ０３(３６１１)８２５１ 
ＦＡＸ０３(３６１７)７１０２ 
E ﾒｰﾙ:Shinto@mekki.co.jp 
URL:http://www.mekki.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 
〒130-0001東京都墨田区吾妻橋3-10-9(㈱東電工舎) 

TEL03(3622)8111  FAX03(3622)8107 
 
 
 
 
 
 
〒130-0021 東京都墨田区緑 ４－20－16 

ＴＥＬ ０３(３６３４)６６６１ 
ＦＡＸ ０３(３６３４)６６６２ 

 
 
 
 
 
 
〒184-0004 東京都小金井市本町1-7-1 SSビル 

ＴＥＬ０４２(３８４)４７１８ 
ＦＡＸ０４２(３８２)８１９５ 

神谷電化工業株式会社 
代表取締役 神谷 博行 

東京都鍍金工業組合 向島支部 
支 部 長 石田 昌久 
副支部長 石崎 利一 
副支部長 向坪  昭 
副支部長 大場 章司 
副支部長 深田  稔 

   役員 一同 

東京都鍍金工業組合 西部支部 

新東 株式会社 
代表取締役 石田 昌久 

東京都鍍金工業組合 本所支部 
 
支 部 長 山田英佐夫 
副支部長 岡本 博司 
副支部長 酒巻 正明 
副支部長 安西健一郎 

支 部 長 西原敬一 
副支部長 柴  太 

役員一同 

有限会社 亜鉛鍍金工業西谷 
回転アエンメッキ専門 

代表取締役 西谷 幸一 

株式会社 進光舎鍍金 
代表取締役 池田 敏則 

太田鍍金工業株式会社 
代表取締役 太田 夛一 

葛飾硬質クローム株式会社 

代表取締役 広根 淳一 

ノダプレーティング 
野田 光昭 

 

http://www.mekki.co.jp/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
〒189-0011  東京都東村山市恩多町５－43－14 

ＴＥＬ０４２(３９３)０９６０ 
ＦＡＸ０４２(３９８)１９７７ 

 
 
 
本社･武蔵村山工場 東京都武蔵村山市伊奈平2-1-1 
〒208-0023 TEL042(560)4011 FAX042(560)4044 
狭山工場 埼玉県入間市狭山ヶ原108 
〒358-0032 TEL04(2934)6116 FAX04(2934)4640 
佐賀工場 佐賀県三養基郡上峰町堤2100-34 
〒849-0124 TEL0952(53)1215 FAX0952(53)1210 

 
 
 
 
 
〒187-0032 東京都小平市小川町２－1972 

ＴＥＬ０４２(３４１)３３８０ 
ＦＡＸ０４２(３４３)４５８２ 
URL:http://www.takasagodento.com 

 
 
 
 
 
 
〒196-0021 東京都昭島市武蔵野２－９－９ 

ＴＥＬ０４２(５４４)１５７８ 
ＦＡＸ０４２(５４４)３４１５ 

 
 
 
 
〒190-0033 東京都立川市一番町４－73－３ 

ＴＥＬ０４２(５３１)１２４２ 
ＦＡＸ０４２(５３１)６７３４ 
http://www.yoshizaki-mekki.co.jp 

info@yoshizaki-mekki.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 
〒113-0034 東京都文京区湯島１－11－10 

TEL03(3814)5621 FAX03(3816)6166 

 

代表取締役 半田  實 

代表取締役 髙村 昌利 

有限会社半田鍍金工業所 

株式会社 杉並化学 
代表取締役 角田 洋久 

株式会社 吉崎メッキ化工所 
代表取締役 吉崎 一紘 

東京都鍍金工業組合 亜鉛めっき部会 
会 長 菊池 忠男 
副会長 遠藤  清 
副会長 半田  實 
副会長 中村 昭人 
副会長 内山  昇 

     役員 一同 

ニシハラ理工株式会社 
代表取締役 西原 敬一 

高砂電鍍工業株式会社  

 

多目的コホート研究（４） 厚生労働省研究班による多目的コホート研究は、1990 年に始まり 2005 年現在も追跡調

査が続いている。「多目的」という意味は、さまざまな病気の原因究明と、それぞれに対する有効な予防法の開発を目

的とするということ。国立がんセンターの予防研究班に事務局を置き、他施設と共同で、がん、脳卒中、糖尿病などの

研究を実施している。(厚生労働省研究班による多目的コホート研究の成果 2005年1月) 
 野菜･果物と胃がん 
 多目的コホートでは、野菜と果物の摂取によって、胃がんリスクを低く抑えられました。野菜の種類別にみると、週

に 1－2 日以上食べるグループのリスクは、ほとんど食べないグループに比べ 20－50%低く、果物も同様に 30%低く

抑えられました。ただし、週に1－2日より多いグループでさらにリスクが低くなる傾向はみられませんでした。 
 野菜･果物と肺がん 
 これまで多くの研究から、野菜・果物を多くとると肺がんリスクが下がると報告されていますが、多目的コホートで

は、野菜や果物を最も多くとるグループでも、肺がんリスクを抑えることができませんでした。 
 食塩・塩蔵食品と胃がん 
 食塩、塩蔵食品をとりすぎるのは、胃がんの原因であり、日本に胃がんが多いことの一因となっていると考えられま

す。多目的コホートの男性では、食塩の摂取量が最も多いグループの胃がんリスクは、最も少ないグループの2.2倍で

した。女性では食塩摂取量によるリスクの差がみられませんでした。 
 塩分の多い食品を取り上げて胃がんとの関連をみると、塩分濃度の高い塩蔵魚卵(たらこ、いくらなど)をほとんど毎

日食べるグループのリスクは、ほとんど食べないグループに比べ男性で2.4倍、女性で3.5倍でした。塩辛・練りうに

でも、ほぼ同様の結果でした 



 
 
■亜鉛部会 
 

総会開催 
 
 東京都鍍金工業組合亜鉛めっき部会(菊池

忠男会長)は6月20日(火)午後6時30分から

上野の伊豆栄本店で定時総会を開催した。 
 半田實副会長の司会により、菊池会長は「ご

多忙のなかを多数のご出席を頂き感謝申し上

げる。亜鉛部会でいま一番問題になっている

のは単価ではないかと思う。今日もお客さん

から､6価から3価クロメートへ切り替えたい

という話があった。6 価クロメートは皮膜が

強く、例えば 5μと図面に謳っていて実際に

5μついていなくともＯＫになることがある

が､3 価は皮膜が弱いことをお客さんも知っ

ており、5μなら5μしっかりついていないと

ロックアウトになる。単価も3価はいままで

の6価の１コンマ数倍では到底できないので、

これから単価の要求をしていかないといけな

いと思う。役員会で検討しているが、部会員

を集めて、パネルディスカッション形式で３

価クロメートの単価についてみなさんと話し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
合おうと考えている。会員数は少なくなって

きたが、緊密な情報交換ができる亜鉛部会は

素晴らしい会だと思う」と開会の挨拶をした。 
 議長に葛西康二元会長を選出し、議長は会

員46 名中、出席24 名、委任状20 名をもっ

て総会が成立することを報告した。平成 17
年度事業報告を内山昇副会長、会計報告を海

野吉正会計、監査報告を西谷幸一監査が行い、

承認された。続いて平成 18 年度事業計画案

及び収支予算案が原案通り承認可決された。

議長は退席に当たり「次期繰越金が以前と比

べて多くなっているが、必要な行事には大い

に使ってこれだけ繰り越せたのは会長、会計

の大変な努力のお陰であり、感謝したい」と

述べて退席。最後に遠藤清副会長が閉会の挨

拶を行い、総会を終了した。 
 引続き二部懇親会は中村昭人副会長の司会

により、来賓として大村功作理事長が挨拶し、

新たな亜鉛規制や土壌汚染問題に対する組合

活動について説明した。記念写真撮影後、太

田多一元会長の乾杯音頭で懇親会に入った。

なごやかな歓談が続き、最近の景況や技術動

向などについて活発な意見交換を行った。 

 



 

 
Ｊａｐａｎｅｓｅ炭火焼Ｂａｒ 

“雅” 
 

溝口昌範(城西支部) 

 今回御紹介するのは、城西支部の私の

家のそばにある“雅”というお店です。

場所は板橋区の成増駅より徒歩３分くら

い、繁華街ではなく、住宅街の中にある

マンションの地下１階にあるお店です。 
 成増駅もここ数年お店がたくさんでき

て、居酒屋のチェーン店も数多くできま

した。当初、我々の会社の社員も飲み会

というと、居酒屋チェーン店を使ってい

たのですが、５～６ 
年前にこの“雅”が 
オープンして以来、 
その味の良さと雰囲 
気にすっかり魅了さ 
れています。お店は 
カウンターが１０席 
テーブル３つ、座敷 
のテーブルが４つと 
さほど大きくはあり 
ませんが、毎日、若 
い女性やカップルで 
賑わっています。 
 特徴はとにかく、 
料理が丁寧でメニュ 

 
 
ーも豊富なところです。焼き魚、さしみ、

串焼き、食事物ではメキシカンタコスラ

イスやスパゲティー、ドリアなど、デザ

ートではミルフィーユやクレープなどな

ど、どの一品もその専門店かと思うほど

の味です。お酒も、洋酒から焼酎、地酒

まで全て揃っており、お値段もリーズナ

ブルです。 
 店内の雰囲気も粋なバーの様で、片田

舎の成増という場所には似合わないお洒

落なお店です。これが六本木あたりにあ

ったら、もっと有名になるんじゃないか

と思ったりします。 
 とにかく、皆さん、東武東上線か地下

鉄有楽町線の成増駅に降り立つ機会があ

りましたら、是非一度立ち寄ってみて下

さい。 
住所と連絡先は下記の通り。 

  
Ｊａｐａｎｅｓｅ炭火焼Ｂａｒ“雅” 
  板橋区成増１－２５－２１ 
  ＴＥＬ０３－３９３０－１２３０ 

 



足立支部 
＜支部シリーズ＞ 

足立支部の巻 
白旗塚古墳 

  
 皆さんは東京にも古墳が残っているこ

とをご存じでしょうか？実は東京にもい

くつかの古墳があるのですが、今回は足

立区内にある古墳を訪ねてみました。 
 白旗塚古墳は、東武伊勢崎線竹ノ塚駅

より線路沿いを北に向かって約 10 分ほ

ど歩いたところにある小さな古墳です。 
私がこの古墳を知ったきっかけは、中学

生か高校生の頃、草加市に住む友人の家

に行く時に竹ノ塚駅を発車してまもなく

車窓から見えた、周囲を水に囲まれて（お

そらく田んぼだと思われる）、その中にこ

んもりと盛り土のようになっていて木が

数本植わっている光景に惹かれたことか

らでした。当時はなんだか古墳みたいだ

なと単純に思っていただけでした。その

後、私の記憶から消えかかっていたこの

場所を数年前に突然思い出し、あれは何

だったのだろうと調べてみたらまさしく

古墳だったのです。 
その時の興奮は皆さんもわかっていた

だけることと思います。 
 さて、この白旗塚古墳ですが、所在地

である伊興町一帯は伊興遺跡（平成 12
年３月支部シリーズ掲載）としてかつて

は多くの古墳が存在していたのですが、

現存するものはここだけになってしまい

ました。名前の由来としては 1062 年、

源頼義・義家父子が、奥州反乱を鎮圧す

る途上の戦いで、苦戦の末に勝利をおさ

めた時、この地に白旗を立てたので白旗

塚と呼ぶようになったといわれています。

現在は白旗塚史跡公園として昭和 62 年

４月に区の史跡公園として整備され、数 

 
(公園入口) 

 
(古墳入口) 

 
(古墳頂上) 

 



 
 

 
少ない古墳として東京都の文化財に指定

されています。一見何の変哲もない小さ

な公園ですが、墳丘の周りには堀があり、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足立支部 
 

 
公園内には埴輪があったり、古墳として

見れば納得できるでしょう。(小島一浩) 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業の魅カづくり、仕事への意欲づくりに中退共制度に加入しませんか? 

 
  中退共制度(中小企業退職金共済制度)は、昭和 34 年に国の中小企業対策の一環と

して制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。 
＜制度の特色＞ 
☆適格年金制度からの移行先です。 
☆掛金の一部を国が助成します。 
☆短時間労働者(パートタイマー等)の方も加入できます。 
☆掛金は全額非課税になります。 
☆加入前の勤務期間(過去勤務期間)通算制度と転職した場合の通算制度があります。 
☆掛金は預金口座から振り替えます。退職金は直接退職者に支払いますので、管理が

簡単です。 
＜掛金の種類＞ 
☆月額 5,000 円から 30,000 円までの 16 種類です。 
☆短時間労働者(1 週間の所定労働時間が通常の従業員より短く、かつ 30 時間未満の

従業員)は 2,000 円･3,000 円･4,000 円の特例掛金でも加入できます。 
＜加入の手続き＞ 
☆所定の申込書に記入・押印のうえ、お近くの金融機関または委託事業主団体に提出

してください。 
＜お問い合わせ先＞ 
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共) 
〒105-8077 東京都港区芝公園 1-7-6 TEL03-3436-O151(代) FAX03-3436-0400 
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp 



 
 
 
 
 
 
 
 

石川貞行(大田支部) 

 
右手薬指の第二間接に傷を負っている。先日、送られてきた毛ガニをさばいてい

るときに包丁でつけたものらしい。続いてさくら肉を切っていたら血がにじんでき

た。あわててティッシュで拭いてみたが血が止まらない。まぁさほどの傷ではない

ので絆創膏を貼り、数日が過ぎた。 
日常生活に支障はないのだが、少々の痛みはある。治りが遅くなるので絆創膏を

つけないでいると多少なりとも気になってくる。風呂上りにしげしげと右手の薬指

を眺めてみた。 
（毛ガニの脚を切り落とすときに切ったのだろう） 
手に包丁を持ったと想定して、真似てみる。すると、 
「切れない！？」 
右手で包丁を扱ったのでは右手の薬指は切れないし、包丁を左手に持ち替えても

切れる角度がまるっきり違う。 
ふと、司馬遼太郎の短編小説「斬ってはみたが」を思い出した。 
主人公の上田馬之介、剣の腕は達ち、稽古では滅法強いのだが、いざ試合となる

とどうもその実力を発揮できない。ある日の昼時に町中の店の二階で食事中、言い

がかりから人傷沙汰に及ぶ。二階から駆け下りざま相手を斬りつけ、一刀のもとに

絶命させる。しかし、その刹那の刀の抜き方が再現できない。どうやって抜いたの

か？それがわかれば自分に足りない「何か」を探し出せる気がするのだが。結局、

一瞬体得したと思われた境地を何処へ忘れてきたのやら、というストーリーだった。 
なにやら歴史小説の主人公になったつもりで悦に入っていたのだが、このことを女

房に話すと。 
「何？お父さん今頃になって！私は怪我した時から何で右手なのか不思議に思って

いたわよ」 
「それにしても、よくもそんな小説の中身まで覚えているわよねぇ」 
皆さんも人生で忘れ去っていった「何か」をお持ちではないでしょうか？ 

 

「斬ってはみたが」 

 



 
 

 
■品川支部 
 

総会開催 

 
 品川支部(藤田直人支部長)は5月20日
(土)午後 5 時から箱根湯本「南風荘」で

第 33 回総会を開催した。 
 開会に当り藤田支部長は「昨日城南支

部の総会に会計の菅野勝靖氏と共にうか

がい城南支部でも両支部統合の合意をい

ただいたので、今年で品川支部としては

最後となると思うので支部員の方々のご

協力をお願いしたい。城南支部の総会で

も述べたことだが役員の方たちは統合に

より自分が辞められるとは思わないでい

ただきたい。もとも 
と役員の候補がいな 
くなってきたので役 
員を確保するためと 
いう色合いの強い統 
合であるが、統合し 
てすぐに減らせるも 
のではなく、一部の 
本部委員ぐらいなの 
で現在委員、役員の 
方は続けるつもりで 
いてほしい。また、 
品川支部の名前は無 
くなり、おそらくは 
城南支部の名前が残 

 
 

 
 
ると思う。元々城南３支部はひとつであ

った支部を分割したのであり、いずれは

元のひとつの支部に戻る途中の過程と思

っている。これから役員その他細々した

ことは執行部の間で決めていくことにな

ると思うがご協力をお願い申し上げる」

と挨拶した。 
 総会では平成 17 年度事業報告及び決

算報告、平成 18 年度事業計画及び予算

案、支部統合についてそれぞれ原案通り

承認可決した。 

 



 
■城西支部 
 
 
 
 城西支部(小橋秀一支部長)は現在の工

業組合が設立された昭和 41 年に山手支

部と合併し新生城西支部としてスタート

してから今年 40 周年を迎えたことを記

念し、6 月 2 日(金)午後６時 30 分から東

池袋のサンシャイン60の59階桜の間で

「城西支部創立 40 周年記念祝典」を盛

大に開催した。 
 式典では、これまでの支部功績者を表

彰するとともに、支部だより創刊 30 周

年記念誌を発行して、それぞれの節目を

盛大に祝った。 
 
 祝典は 40 周年記念祝典実行委員会の

内田悦美実行委員の司会により、元井民

夫実行委員長の開会の辞、業界関係物故

者への黙祷の後、柏村一志実行委員長は

「昨年より原油価格が高騰し、諸資材、

金属なども値上がりして、我々の経営環

境は危機的な状況が続いている。そうい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
う中で本来なら祝賀会をもっと盛大に開

催したかったが、総会の懇親会を兼ねて

みなさんに披露する形となった。また城

西支部は支部だよりを毎月発行して丁度

創刊から 30 周年を迎えたことを記念し

て 30 周年記念誌を発行した。編集委員

は連日夜遅くままでかかって編集作業を

行い、本日みなさんに披露することがで

きた」と挨拶した。 
 溝口昌範実行委員が城西支部 40 年の

沿革について「昭和 14 年、東部鍍金工

業組合の１つの支部として支部員 75 社

で設立された。初代支部長に清水鉄太郎

氏が就任、22 年まで務めた。昭和 19 年

には東京鍍金工業統制組合と改称、戦後

の 22 年、東京鍍金工業協同組合城西支

部と改められ、加藤三郎氏が２代支部長

に就任、戦後の復興に向けて再出発した。

昭和 41 年 10 月、都内めっき４団体が大

同団結し現在の工業組合が設立されたが、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

城西支部創立４０周年記念祝典開催 



 
 
このとき城西支部も近隣の山手支部と合

流して新しい城西支部が誕生した。第９

代支部長として宮武進氏が就任、現在の

城西支部の基礎が固められた。現在 24
代小橋秀一支部長まで城西支部は支部創

立の精神を受け継ぎ強固な結束のもと社

会経済情勢の変化に伴う幾多の困難を乗

り越えて成長、発展、様々な事業活動を

展開してきた。昭和 14 年の支部創立か

ら 68 年、現在の城西支部の基礎となる

新生城西支部の誕生から 40 年を経て、

支部は今日の発展を見るに至り、本日の

記念式典の運びとなった」と披露した。 
 小橋秀一支部長は「ご多忙のなかを多

数のご出席を頂き感謝申し上げる。沿革

の披露にもあったように、昭和 41 年に

山手支部との合併から 40 周年を迎える

ことができた。昨今、めっき業界は環境

問題がとりざたされ、なかでも土壌汚染

やほう素、ふっ素、亜鉛規制など数多く

の問題を抱えている。ご来賓の大村功作

理事長を始め本部役員の皆さん、議員先

生方により問題解決にご尽力頂いている

ことを支部を代表してお礼申し上げたい。

また城西支部は昭和 53 年に 126 社の事

業所があったが、前回の平成 8 年の 30
周年のときに事業所数 79 社、そして現

在 49 社とこの 10 年間で 30 社が減少し

た。減少の原因はわからないないが、と

もかく現有の数をたもって今後の 50 周

年、60 周年にも立派な周年行事ができる

よう役員一同頑張っていきたい。今後と

もご支援とご協力をお願い申し上げる」

と挨拶をした。 
 新井浩二編集委員長より「城西支部だ

より」の 30 周年記念誌の発行について

「支部だよりは８頁程度の小冊子で、広

報委員会が毎月発行している。昭和 50
年９月に創刊されたが、現小橋支部長の 

 
 

 
父上で第 12 代支部長の小橋秀壽氏が発

案され、創刊されたと伺っている。支部

の情報を伝えることと、支部員の意見を

汲み上げる目的をもって企画されたと聞

いている。以来、30 年間途切れることな

く継続発行されてきたのは、支部員の支

援、スポンサーの支援の御蔭であると感

謝申し上げる。今回 30 周年記念誌発行

に際しては大村理事長はじめ多数のご寄

稿を頂いた。10 月から毎月２回集まり編

集を進めてきたが、みなさんのご協力の

お陰で完成できたことを感謝している」

と披露した。記念誌はＢ５判本文122頁。 
 次に 30 周年記念式典以降の支部功績

者として由田猛 21 代支部長、柏村一志

22 代支部長、元井民夫 23 代支部長、飯

島昭相談役、支部だより創刊 30 周年記

念誌・新井編集委員長、支部だより歴代

広報委員長として柏村一志、小橋秀一、

高橋達也、内田悦美、板橋典央の 10 氏

に対し小橋支部長から感謝状を贈呈、受 



 
 
賞者を代表して由田 
猛元支部長と新井編 
集委員長がお礼の謝 
辞が述べた。 
 来賓として、小池 
百合子環境大臣は、 
「創立 40 周年記念 
おめでとう。いまお 
話を伺うと原油の高 
騰により材料が値上 
がりし、みなさんの 
台所事業が厳しいこ 
とを感じた。これか 
ら複雑になる国際経 
済の中で日本がどう 
やって生き残ってい 
くか、もの作りを支えるみなさんが地場

産業として元気に活躍して頂けるような

環境を整えていきたい」と挨拶。続いて、

組合本部の大村功作理事長(全鍍連会長)、
太田昭宏衆院議員から城西支部の発展を

祝う挨拶があり、板橋利次顧問の音頭で

万歳を三唱、石田義勝副支部長の閉会の

辞をもって祝典を終了した。 
 引続き祝賀懇親会に移り、溝口実行委

員の司会進行により、小橋支部長の挨拶

の後、来賓の姫野正弘副理事長、高野之

夫豊島区長、矢島千秋都議会議員の挨拶、

由田猛副理事長の乾杯音頭で祝宴に入っ

た。引続き都議会の長橋桂一議員、坂本

たけし議員、大松あきら議員、豊島区議

会の戸塚由雄議員の祝辞があり、福引抽

選会などを交えて楽しい一時を過ごし、

飯島昭相談役の中締め、苅宿充久副支部

長の閉会の辞で祝宴を終了した 
 

第 40回定期総会 

 城西支部(小橋秀一支部長)は、支部創 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立 40 周年記念祝賀会に先立つ午後５時

半から別室で平成18年度第40回定期総

会を開催した。 
 高橋達也広報委員長の司会により、石

田義勝副支部長の開会の辞で始まり、小

橋支部長は「支部長に就いて２年、勉強

会を中心とする例会では先生方をお呼び

して勉強してきた。環境問題が業界最大

の課題だが、今後は特に土壌汚染が問題

になると思われる。環境対策のための組

合の各種調査にご協力をお願いしたい」

と挨拶した。 
 小橋支部長を議長に選出して議事に入

り、平成 17 年度事業報告を苅宿充久副

支部長、同会計報告を武苅清一会計、同

監査報告を久保和克監査が行い、承認さ

れた。次いで平成 18 年度事業計画を苅

宿副支部長、同収支予算案を武苅会計が

説明し原案通り承認された。総会議事を

終了後、佐藤雄二顧問の祝辞、石田副支

部長の閉会の辞をもって総会を終了した。 

 
(支部功績者に感謝状贈呈) 



 
 
■中央支部 
 

6月例会 
 
 中央支部(木下好雄支部長)は6月28日(水)
午後 6 時 30 分から寿区民館で例会を開き、

講師にイズミ環境サービス㈱社長の平山昭夫

氏を招いて｢土壌調査と浄化｣についての講演

を、支部員25名が熱心に聴講した。 
 新井富保副支部長の司会により、木下支部

長は「平成 18 年度第 2 回の例会に多数のご 
出席を頂き感謝申し上げる。イズミ環境サー

ビスさんは実際にめっき工場の浄化を数多く

手掛けられ、現在も行っている。法律の説明

よりも実際に浄化した事例についてお話いた

だけると参考となりありがたい。今後事業が

継続出来なくなった時どう対応していけばよ

いかよくお話を伺いたい」と開会の挨拶とと

もに、平成 18 年度新規役員として間部、鈴

木、岩本の3氏を紹介した。 
 講師の平山社長は「平成 15 年施行の土壌

汚染対策法と平成 13 年施行の東京都環境確

保条例の２つがあり、共に特定有害物質を使

用している事業所の事業廃止に伴い適用され

る。また身近な問題として､工場の建替えや移

動等について、法律では対象とならないが、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
都条例の環境確保条例が土地改修に伴い調査

が必要になる。履歴の長い工場では汚染され

ているケースが多い」と説明を始め、資料に

基づいて、廃業時の調査から、調査命令、指

定区域と指定区域台帳、措置命令など対策法

の概要、さらに「東京都環境確保条例の内容

は法律とほとんど同じであるが、調査方法が

若干変わる。法律は表土50cmが汚染されて

いなければ深度に浸透していないと考え、表

土が汚染されていると、指定区域台帳に載っ

て公示される。都条例は表土調査と深度方向

の調査も行う」として、その事例を示して、

法律対象と条例対象に分かれた汚染土壌の処

理方法などに説明した。その他、 
①300 ㎡以下の土地で、周辺に井戸がない場

合、含有量調査だけでよい。 
②事前に浄化することは法的にだめというこ

とはない。 
③民民の売買の場合、敷地全体が問題になる。 
④最近はクリーニング業の引合いが多い。 
 などいろいろな事例を交えて説明を頂いた。 
 講演後、調査費用はどのくらい掛かるのか、

隣接地でビルを建設しようとしているが、汚

染が出てきた場合どうなるかなど色々な質問

が出され、それぞれ詳細な説明を頂いて、例

会を終了した。 

 



 

東京都中小企業の景況(６月調査)  東京都産業労働局商工部 

◎都内中小企業の業況 DI は▲31 と前月よりも 4 ポイント減少した。原材料価格の上昇､天

候不順等の影響で､2 ヶ月連続の悪化となった。業種別では卸売業、小売業が悪化した。前

年同月比売上高 DI も 2 ヶ月連続で悪化した。仕入価格 DI は製造業、卸売業で上昇した 。

今後 3 ヶ月の見通し DI は 2 ポイント減少し、先行きの見方はわずかに厳しさを増している。 

○5 月の都内中小企業の業況 DI は▲31(前月▲27)と 4 ポイント減少した。原材料価格の上

昇、天候不順等の影響で､2 ヶ月連続の悪化となった。業種別では製造業、サービス業はほ

ぼ横ばいであったが、卸売業は7ポイント減、小売業は10ポイント減の悪化となった 。 

○前年同月比の売上高 DI は▲30(前月▲24)と 6 ポイント減少し、2 ヶ月連続で悪化した。

業種別では、サービス業を除く3業種で前月比8～9ポイント減少し、いずれも悪化した 。

サービス業はわずかな悪化にとどまった。業種区分別でみると、製造業は「一般・精密機械

等」が大幅に悪化した。小売業は「耐久消費財」を中心に、すべての業種区分で悪化となっ

た。サービス業は「個人関連サービス」の大幅悪化が目立った。 

○仕入価格DIは十21(前月十15)と6ポイント上昇した。業種別にみると製造業は7ポイン

ト、卸売業も 9 ポイント上昇した。特に、製造業の「電気機器」は十 52 と前月比 19 ポイ 

ント増と大幅な上昇となった。 

○当月と比べた今後 3ヶ月(6～8月)の業況見通し DIは▲15(前月▲13)と 2ポイント減少し、

先行きの見方はわずかに厳しさを増している。業種別では、小売業は 8 ポイント、サ ービ

ス業も 5 ポイント減少しており、より慎重な見方となった。製造業、卸売業はわず かに明

るさを増した。 

 

編集後記 

 ６月から駐車違反の取締りが強化された。

資格を持った民間駐車監視員が全国の繁華

街や幹線道路で重点取締りを行っている。

これまで渋滞による損失は年 12 兆円とい

われ、取締り強化により交通渋滞が減り、

バスやタクシーは動きやすくなり、排ガス

も少なくなったとその効果を歓迎する人が

多い。一方、取締り強化により、困ってい

る人もいる。その代表格が運送会社である。

従来は店先にとめていたのが、離れた駐車

場にとめたり、これまで１人の仕事を車を

離れている間もう１人を待たせるなど大幅

な経費増を余儀なくされている。その他に

も介護関係なども困っているが、最も大き

な打撃を受けたのは駐車場を持たない街中

の食堂ではないか。新聞の投書欄に、丸９

年営業してきた食堂で１日の法施行からわ

ずか２週間で売上激減のため閉店に追い込

まれたという投書があった。法律が厳しく

なったことを歓迎する人がいて、反対に仕

事がしずらくなったり、廃業に追い込まれ

るなどの影響を受ける人がいる。こうした

事態は予測出来たものと思うがもう少し法

律の弾力的な運用が出来ないものかと思う。 
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